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                                        資料２ 

地方独立行政法人鳥取県産業技術センター 第２期中期目標・中期計画・平成２６年度計画 対比表 
 

平成27年7月10日 

 第２期中期目標（H22.11.24県議会議決、12.28県知事通知） 第２期中期計画（H23.3.1県へ申請、3.29認可） 平成２６年度計画(H26.3.31届出) 

 

地方独立行政法人鳥取県産業技術センター中期目標 
 

基本的な考え方 

県内唯一の工業系の技術支援機関である産業技術センター（以下「センター」という。）は、平

成１９年４月に地方独立行政法人として新たにスタートし、第１期中期目標期間においては、きめ

細かな技術相談・現地支援、実践的な産業人材の育成、企業への技術移転や特許の取得等を通じて、

県内企業に対する支援機能を高め、鳥取県の産業振興への貢献に努めてきた。 

しかし、近年の世界的な景気低迷、厳しい雇用経済環境、少子高齢化の進展など、県内外の多く

の企業は、依然厳しい状況に置かれており、国では、新成長戦略を策定し、新しい成長を目指す長

期ビジョンとして、グリーン・イノベーションによる環境・エネルギー大国、ライフ・イノベーシ

ョンによる健康大国等の戦略を打ち出している。 

鳥取県においても、厳しい雇用経済環境、少子高齢化、そして人口減少の影響は著しく、持続性

のある安定した経済成長の実現に向けて、１０年後の世界・日本経済の社会構造を見据え、本県の

強み等を考慮し、８つの戦略的推進分野を推進する｢鳥取県経済成長戦略｣を策定し、県内産業を環

境・エネルギー、次世代デバイス、バイオ・食品関連産業など成長分野へ構造転換することとして

いる。 

第２期中期目標期間においては、同戦略等に掲げる「産業の高付加価値化」と「新産業の創出」

の推進に寄与すべく、県内製造業及び関連産業における高付加価値化に繋がる技術支援や人材育成

等の一層の強化をセンターの目標とし、指示するものである。 

なお、事業実施に当たっては、 

①限られた人数で最大の効果を上げるため、技術支援業務と研究開発業務のバランスを取り、そ

れらの成果等の企業への移転と事業化に向けた支援を強力に進めること 

②「コンプライアンス」と「環境への配慮」を踏まえた内部統制によって、絶えず管理体制を見

直しつつ業務運営を行うこと 

③中期目標に規定する事項について適宜数値目標を掲げ、質の向上を図りながら計画的に実施す

るとともに「県民への説明責任」を果たすこと 

に努めなければならない。 

さらに、センターには、理事長の強力なリーダーシップの下、自己研鑽や意識改革など不断の努

力と改革を行い、県から真に独立した組織により、県内中小企業の｢ホームドクター｣としての役割

を果たし、本県の産業振興の一翼を担うことに努めなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 中期目標の期間 

 

第２期中期目標の期間は、平成２３年４月１日から平成２７年３月３１日までの４年間とするこ

と。 

 

Ⅱ 県民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 

 

 

１ 技術支援等の機能の強化 

技術支援等の機能の強化に当たっては、限られた人数で最大の効果を上げるよう、技術支援、試

験・分析等の業務と研究開発業務とのバランスを取り、県の産業活力の強化に繋げなければならな

い。 

 

 

 

 

 

 

 

地方独立行政法人鳥取県産業技術センター（第 2期）中期計画 

 
基本的な考え方 

地方独立行政法人鳥取県産業技術センター（以下「センター」という。）は、産業技術に関する

試験研究及びその成果の普及を推進するとともに、ものづくり分野における技術支援、人材育成等

を積極的に展開することにより、鳥取県の産業活力の強化を図り、もって経済の発展及び県民生活

の向上に寄与することを目的とする。（センター定款） 

センターは、平成１９年４月に地方独立行政法人として新たにスタートし、第１期中期計画期間

においては、技術相談・現地支援、実践的な産業人材の育成、企業への技術移転や特許の取得等を

通じて、県内企業に対する技術支援を実施してきた。 

引き続き、第２期中期計画では、持続性のある安定した経済成長の実現を目指して策定された｢鳥

取県経済成長戦略｣等の県の重要な産業施策と連携し、エコカー関連産業、太陽光発電関連産業、バ

イオ・健康食品関連産業及びＬＥＤ等次世代デバイス関連産業の振興や農商工連携による地域産業

振興などにおいて、県内製造業及び関連産業における高付加価値化に繋がる技術支援、研究成果の

移転や人材育成等、産業技術面での支援を行う。 
なお、事業実施に当たっては、労働安全衛生の管理や環境管理等の法令遵守を徹底し、技術支援

業務と研究開発業務のバランスに留意しながら、中期計画の数値目標の達成と質的向上に向け計画

的に実施するとともに県民への説明責任を果たすことに努める。 

さらに、センターは、理事長の強力なリーダーシップの下、自己研鑽や意識改革など不断の努力

と改革を行いながら、以上の取り組みを通じて、県内中小企業の｢ホームドクター｣としての役割を

果たし、本県産業振興の一翼を担う。 

この中期計画の実施における具体的な方法や個別の内容については、各年度計画において柔軟か

つ適切に対応する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 中期計画の期間 

 

  第２期中期計画の期間は、平成２３年４月１日から平成２７年３月３１日までの４年間とする。 

 

 

Ⅱ 県民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき

措置 

 

１ 技術支援等の機能の強化 

センターの研究成果や職員の専門的知識を活用した技術支援等の機能を継続的に発揮し、自立

化、高収益化を目指す県内企業が新たな製品化などに当たっての技術的課題等を解決することを

支援する。 

なお、企業への支援サービスの実施に当たっては、現状で企業ニーズの高い「技術支援（技術

相談・現地支援）」を最優先課題としながらも、技術支援の基礎となる研究開発や技術支援と研究

成果による新事業創出への支援、次世代の企業の発展に資する産業人材育成も継続的に進めるな

ど、企業ニーズの動向に応じた重点分野の研究開発の集中的な実施と技術支援等への経営資源の

投入のバランスを考慮する。 

 

 

地方独立行政法人鳥取県産業技術センター平成２６年度計画 

 
基本的な考え方 

地方独立行政法人鳥取県産業技術センター（以下「センター」という。）は、産業技術に関する試

験研究及びその成果の普及を推進するとともに、ものづくり分野における技術支援、人材育成等を

積極的に展開することにより、鳥取県の産業活力の強化を図り、もって経済の発展及び県民生活の

向上に寄与することを目的とする。（センター定款） 

センターは、平成１９年４月に地方独立行政法人として新たにスタートし、第１期中期計画期間

においては、技術相談・現地支援、実践的な産業人材の育成、企業への技術移転や特許の取得等を

通じて、県内企業に対する技術支援を実施してきた。 

引き続き、第２期中期計画では、持続性のある安定した経済成長の実現を目指して策定された｢鳥

取県経済成長戦略｣（平成２２年４月策定）、グローバル競争激化等を背景とした大企業の統廃合に

よる事業所閉鎖や製造拠点の海外移転など県内経済の一層厳しい情勢を踏まえ、製造業の再生戦略

と成長分野の新戦略を追加した「鳥取県経済再生成長戦略」（平成２５年４月策定）等の県の重要な

産業施策と連携し、エコカー関連産業、太陽光発電関連産業、バイオ・健康食品関連産業及びＬＥ

Ｄ等次世代デバイス関連産業など、ものづくりの基盤を支える県内産業の振興や農商工連携による

地域産業振興などにおいて、県内製造業及び関連産業における高付加価値化に繋がる技術支援、研

究成果の移転や人材育成等、産業技術面での支援を行う。 

なお、事業実施に当たっては、労働安全衛生の管理や環境管理等の法令遵守を徹底し、技術支援

業務と研究開発業務のバランスに留意しながら、中期計画の数値目標の達成と質的向上に向け計画

的に実施するとともに県民への説明責任を果たすことに努める。 

さらに、センターは、理事長の強力なリーダーシップの下、自己研鑽や意識改革など不断の努力

と改革を行いながら、以上の取り組みを通じて、県内中小企業の｢ホームドクター｣としての役割を

果たし、本県産業振興の一翼を担う。 

 

当県の経済状況は、生産動向では昨年までの減少基調からほぼ横ばいの動きに転じ、低水準で推

移しているが、２か月連続の前月比プラスとなっており、有効求人倍率も着実に上昇を続けている。

このように、生産面の弱さが残るものの、引き続き雇用面が好調なことなどから、全体として基調

はなお持ち直しの動きにある。「鳥取県の経済動向（平成２６年２月、３月号）より」 

この状況のもと、本年度は生産面の向上を目指し、ものづくり支援の強化を図るとともに、農商

工連携促進・６次産業化支援の研究開発拠点となる境港施設の商品開発支援棟の完成により、県施

策と連携し、当県の農林水産資源を活用した付加価値の高い加工商品を生み出すための積極的技術

支援を行う。 

また、引き続き、センターの３研究所体制を活かし、地域資源を活用する研究開発などの具体的

な進展を図るとともに、研究成果の普及推進と人材育成を着実に実施し、第２期中期計画の最終年

度であると同時に第３期中期計画への円滑な移行を見据えた事業実施を行う。 

 

 

Ⅰ 期間 

 

  平成２６年４月１日から平成２７年３月３１日までの１年間とする。 

 

 

Ⅱ 県民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき

措置 

 

１ 技術支援等の機能の強化 

センターの研究成果や職員の専門的知識を活用した技術支援等の機能を継続的に発揮し、自立化、

高収益化を目指す県内企業が新たな製品化などに当たっての技術的課題等を解決することを支援す

る。 
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 第２期中期目標（H22.11.24県議会議決、12.28県知事通知） 第２期中期計画（H23.3.1県へ申請、3.29認可） 平成２６年度計画(H26.3.31届出) 

（１）技術支援（技術相談・現地支援） 

技術相談・現地支援について、企業ニーズの把握に努め、適切な相談・支援等を実施すること。職員

の技術力向上や必要な分野の研究員の採用等によって企業への技術支援の対応力を強化すること。 

さらに、第1期中期目標期間から蓄積している技術支援内容のデータベース化にも取り組むこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）試験・分析（依頼試験・分析、機器設備開放） 

機器設備の計画的な整備と開放、試験・分析メニューの充実、サービス提供時間の拡大、技術ス

タッフの配置など、利用企業の利便性を向上させること。 

県内産業の活力強化に対応するため、企業ニーズの高い機器設備の導入を計画的に実施するとと

もに、老朽化した機器設備、稼働率の低い機器設備については、その必要性を検討の上、適宜更新・

処分を行うこと。 

また、引き続き、他の技術支援機関との連携による効率化を図ること。 

 

 

 

 

 

 

（３）研究開発 

共同研究や受託研究等の研究開発の実施に当たっては、企業ニーズや県等の施策、市場動向を的

確に把握した上で、企業の市場確保を常に意識して研究を推進する必要があり、短期的な技術移転

に加え、中長期的な事業展開に繋げる視点での戦略的な研究テーマを設定すること。 

また、鳥取県経済成長戦略を推進するため、戦略的推進分野に位置付けられた、環境・エネルギ

ー、次世代デバイス、バイオ・食品関連産業等の分野についても、センターとして取り組むこと。 

さらに、新事業創出を目指したシーズ開発、今後発展が予想されるものの県内企業が取り組むこ

とが困難な技術分野等、将来の実用化に向けた基盤的な研究開発を継続的に実施するため、重点的

に実施するテーマや、ある程度の研究期間を設けた挑戦的なテーマなど、絶えず見直しながら取り

組むこと。 

テーマ設定及び研究成果に対する評価は、外部専門家の意見も取り入れながら、かつ、市場動向

を加味した上で、事業性の可否についても考慮し、採択・継続の決定、研究費の配分等を行うこと。 

技術移転の推進と研究成果の普及にあたっては、関係機関と連携しながら、研究成果を関係者に

広く周知すること。 

知的財産権の取扱いについて、研究開発着手の段階から弁理士等の知的財産専門家を交えた検討

を行い、知的財産権を戦略的に取得するとともに、取得した権利を積極的に公開し、技術移転に努

めるなど、適正かつ効果的な知的財産創出サイクルを確立すること。 

また、知的財産権の取得や活用に関して、鳥取県知的所有権センター等、関係機関と連携するこ

と。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１） 技術支援（技術相談・現地支援） 

技術支援（技術相談・現地支援）については、技術的な課題が解決に至るまでの継続的な技術

相談の実施、現場の生産ライン等での現地支援の実施により、県内企業の技術的課題に的確に対

応していくものとする。 

第１期中期計画期間と同様に、県内の企業等からの技術相談に対して、センター職員の技術・

ノウハウ等の専門的知識を活かした的確な対応に努め、必要に応じて職員が現地に出向き、企業

現場でのよりきめ細かな支援を行う。 

また、多様な相談に効率的かつ効果的に応じることにより、相談内容が高度化し解決に時間を

要する課題や対応分野が広範になっている事案に適切に対応できるよう、第 1 期中期計画期間か

ら蓄積している技術支援内容について、データベース化に取り組み、企業支援に活用する。 

さらに、中期計画期間中に製造業者延べ２，０００社を目標に訪問調査を実施し、技術支援等

の実効性の検証と、より的確な支援を行う。また、質的視点を含めたアンケート調査を行い、企

業が求めるサービスや企業ニーズの的確な把握に努め、課題への迅速な対応と技術支援の充実に

よる満足度向上を図る。 

 

 

 

 

 

 

（２） 試験・分析（依頼試験・分析、機器設備開放） 

企業等の依頼により行う試験・分析については、迅速かつ正確な試験を実施することにより、

県内の企業等が行う研究開発や生産中の製品評価やユーザーのクレーム対策等を支援する。 

また、第１期中期計画期間と同様に、センターが保有する機器設備を広く県内の企業等に開放

し、研究開発中の試作品や生産中の製品評価等を支援する。 

さらに、企業ニーズや有害物質規制等の社会ニーズに対応した機器、企業の人材育成に不可欠

な機器、従来未対応であった新規分野への支援に係る機器等を、国等の外部資金も活用して計画

的に導入し、機器設備の高度化を図る。なお、保有する試験・分析・測定機器は、常に正常な状

態で使用できるよう保守整備を実施し、老朽化等により試験分析精度等の確保が困難な機器につ

いては、更新・改修に努める。 

試験・分析に当たっては、サービス提供時間の拡大や技術スタッフの配置により、利用企業の

利便性の向上を図るとともに、他の技術支援機関と連携しながら、業務の効率化を図る。 

 

（３） 研究開発 

研究開発については、企業ニーズや県等の施策、市場動向等を的確に把握し、実用化・製品化

を目指した研究を、環境・エネルギー、次世代デバイス、バイオ・食品関連産業等の分野につい

て推進する。また、企業等の要請に基づく受託研究や共同研究に積極的に取り組むこととする。 

テーマ設定及び研究成果に対する評価は、外部専門家の意見も取り入れながら、市場動向を加

味した上で、かつ、事業性の可否についても考慮し、採択・継続の決定、研究費の配分等を行う。 

また、研究開発等から派生した知的財産権や研究開発の成果を活用し技術移転を行い、中期計

画期間中に１１件を目標に企業等の新製品開発の達成、新規分野の開拓支援の促進を図る。 

 

 

 

 

 

① 研究テーマの設定と実施 

研究テーマの設定に当たっては、企業ニーズや県等の施策、市場動向を的確に把握し、

短期的な技術移転や中長期的な事業展開に繋げる観点で、研究テーマの選択と重点化を図

る。また、企業等からの緊急の要請や社会情勢等の急激な変化に対して、年度中途であっ

ても研究テーマの見直しや新たなテーマ設定をする等、柔軟に対応する。 

研究の実施に当たっては、将来の実用化に繋がるシーズ研究や企業が求める技術の高度化や製

品化に繋がる実用化研究を次の分野について重点的に実施するとともに、受託研究や共同研究に

積極的に取り組む。 

 

 

 

 

 

 

 a. 情報・電子応用技術に関する分野 

b. 地域資源及び有機材料の高度利用技術に関する分野 

c. 県内産業の高付加価値化に資する製品デザイン技術に関する分野 

（１）技術支援（技術相談・現地支援） 

技術支援（技術相談・現地支援）については、技術的な課題が解決に至るまでの継続的な技術

相談の実施、現場の生産ライン等での現地支援の実施により、県内企業の技術的課題に的確に対

応していくものとする。 

第１期中期計画期間と同様に、県内の企業等からの技術相談に対して、センター職員の技術・

ノウハウ等の専門的知識を活かした的確な対応に努め、必要に応じて職員が現地に出向き、現地

調査、技術指導等を行う「研究員派遣制度」等も活用し企業現場でのよりきめ細かな支援を行う。 

また、多様な相談に効率的かつ効果的に応じることにより、相談内容が高度化し解決に時間を

要する課題や対応分野が広範になっている事案に適切に対応できるよう、第 1 期中期計画期間か

ら蓄積している技術支援内容について、データベース化に取り組み、企業支援に活用する。 

さらに、本年度は中期計画において承認されている製造業者延べ２，０００社のうち延べ約５

００社を目標に訪問調査を実施し、技術支援等の実効性の検証と、より的確な支援を行う。また、

質的視点を含めたアンケート調査を行い、企業が求めるサービスや企業ニーズの的確な把握に努

め、課題への迅速な対応と技術支援の充実による満足度向上を図る。 

  なお、本年度は「３次元データ活用製品開発促進支援事業」、「「ナノ技術」活用支援事業」

を新規に立上げ、県内企業におけるものづくりの技術開発、新たな製品開発の支援を図る。 

昨年度から実施している外部の人材を活用し県内企業の技術力強化をサポートする「基盤技術

強化サポーター事業」及び依頼試験や機器利用だけでは解決できない技術課題等に迅速に対応し

支援強化する「技術課題解決支援事業」の充実を図る。 

 

（２）試験・分析（依頼試験・分析、機器設備開放） 

企業等の依頼により行う試験・分析については、迅速かつ正確な試験を実施することにより、

県内の企業等が行う研究開発や生産中の製品評価及びユーザーのクレーム対策等を支援する。 

また、第１期中期計画期間と同様に、センターが保有する機器設備を広く県内の企業等に開放

し、研究開発中の試作品や生産中の製品評価等を支援する。 

さらに、企業ニーズや有害物質規制等の社会ニーズに対応した機器、企業の人材育成に不可欠

な機器、従来未対応であった新規分野への支援に係る機器等を、国等の外部資金も活用して計画

的に導入し、機器設備の高度化を図る。なお、保有する試験・分析・測定機器は、常に正常な状

態で使用できるよう保守整備を実施し、老朽化等により試験分析精度等の確保が困難な機器につ

いては、更新・改修に努める。 

試験・分析に当たっては、サービス提供時間の拡大や技術スタッフの配置により、利用企業の

利便性の向上を図るとともに、他の技術支援機関と連携しながら、業務の効率化を図る。 

 

（３）研究開発 

研究開発については、企業ニーズや県等の施策、市場動向等を的確に把握し、技術開発可能性

の確認、基盤技術の確立、製品化等への技術移転を目指した研究を、環境・エネルギー、次世代

デバイス、バイオ・食品関連産業等の分野について推進する。また、企業等の要請に基づく受託

研究や共同研究に積極的に取り組むこととする。 

テーマ設定及び研究成果に対する評価は、外部専門家の意見も取り入れながら、市場動向を加

味した上で、かつ、事業性の可否についても考慮し、採択・継続の決定、研究費の配分等を行う。 

また、研究開発等の成果や派生した知的財産権の普及、活用のため積極的に情報発信や技術移

転を行い、本年度は中期計画において承認されている１１件のうち約３件を目標に企業等の新製

品開発の達成、新規分野の開拓支援の促進を図る。 

センターの技術移転とは、企業等による製品化などの具体的事例の他に、センターで開発した

技術が一部用いられた加工技術や評価技術により生産性、付加価値が向上したものを含む。 

 

① 研究テーマの設定と実施 

研究テーマの設定に当たっては、企業ニーズや県等の施策、市場動向を的確に把握し、短期的

な技術移転や中長期的な事業展開に繋げる観点で、研究テーマの選択と重点化を図る。研究の新

規性、必要性、成果の実用性や産業への波及効果等を重視するものとする。また、企業等からの

緊急の要請や社会情勢等の急激な変化に対して、年度中途であっても研究テーマの見直しや新た

なテーマ設定をする等、柔軟に対応する。 

研究の実施に当たっては、挑戦的に自由な発想で取り組む可能性探査研究、技術シーズの確立

を目標とする基盤技術開発研究、企業への技術移転を目標とする実用化促進研究を中期計画に定

めた分野について重点的に実施するとともに、受託研究や共同研究に積極的に取り組む。 

２５年度で完了した研究は、その成果の発表、技術普及・技術移転などを速やかに行うよう努

めるとともに、本年度に継続する研究は、研究評価委員会の指摘や残された課題などを検討修正

し、研究目的の達成を図る。新たな分野への発展を含めた研究に、３研究所間の連携も考慮しな

がら積極的に取り組む。 

 

a. 情報・電子応用技術に関する分野 

製造工程の効率化を目的としたネットワーク技術、独自製品開発の基礎となる組込技術など、

各種製品の高付加価値化及び生産技術の高度化を目指した研究開発を行う。 
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d. 加工技術、計測技術及びシステム化技術の高度化に関する分野 

e. 無機材料の加工技術、エネルギー関連技術及びリサイクル技術に関する分野 

f. 地域資源活用食品に関する分野 

g. 機能性食品・素材の高付加価値化に関する分野 

h. 発酵利用に関する分野 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○高速画像処理による複雑特徴抽出解析技術に関する研究（H25年度完了テーマ） 

マイクロプロセッサ（パソコン）による画像処理に加え、前処理・特徴抽出機能等のハード

ウェア化を行うことで、複雑な形状を持つ製品を高速で検査可能なシステムを構築した。 

本年度は、開発した画像処理アルゴリズムを応用した画像検査装置を県内企業が開発中であ

り引き続き支援を行うとともに、得られた汎用的な画像処理プログラムや技術に関しては技術

相談、人材育成業務を通じて県内企業への普及を図る。 

 

○作業手順の直感的表現による生産ラインの効率改善に関する研究 (H25年度完了テーマ) 

  三次元動体センサにより取得したキャプチャデータの軽量化と３Ｄソフトへの取り込みがで

きた。また、軽量化されたデータをジェスチャー認識技術に活かし、うなずき入力によるパソ

コン画面の操作とそれを外部機器につないで操作する手法の確立及び作業動線のデータ化を実

現した。 

   本年度は、本研究成果を活用したいという県内企業の要望に対応するため、新たにd. 加工技術、

計測技術及びシステム化技術の高度化に関する分野「製品評価及び工場内管理に利用可能な広域

空間計測データを生成できる３Ｄセンサ搭載電動走行システムの開発」として取り組む。 

 

○発光ダイオードを利用した平面発光型照明の開発（H25～26年度） 

拡散反射材料を応用しグレアを低減した反射型の均一平面発光照明について、光学シミュレ

ーションツールを利用して最適形状設計を行い、照明器具を試作開発する。 

  本年度は、応用先として想定している美術館用照明設計に詳しい専門家から、美術館に必要

とされる照明器具の性能について聞き取りを行う。また、県内ＬＥＤメーカーと協力し照明器

具の試作を行うとともに、光学特性（配光、色温度、演色性、照度分布等）の評価を行う。 

 

○鳥取県産白炭を用いた小型炭電池の高容量化のための電極表面への薄膜成膜技術の開発（H26

～27年度） 

小型炭電池の高容量化のため、炭電極表面に水素吸蔵性を有する薄膜を成膜すること及び炭

電極内に反応性が高いラジカルを形成することよる炭電池の容量性能向上について検討する。 

  本年度は、炭電極表面へ水素吸蔵性を有する薄膜を成膜し、電極性状の選定（粒径、形状）

と成膜条件を決定する。 

 

○画像特徴量を利用した自動検査技術に関する研究（H26～27年度） 

画像特徴量（画像の特徴や性質を表す数値）を利用し、「良品を学習」させることで、欠陥の

形状、大きさなどが不定な製品に対し、良・不良を判定する自動検査技術の確立を目指す。 

 本年度は、欠陥検査に適した画像特徴アルゴリズム（計算方法）の検討と評価検討用プログ

ラムの開発を行い、画像特徴アルゴリズムを確立する。 

 

 

b. 地域資源及び有機材料の高度利用技術に関する分野 

県産バイオマスの有効変換技術に関する研究などの地域資源を活用した研究及び電気・電子

製品等に用いられる有機材料の高品質化・高付加価値化を目指した研究開発を行う。 

 

○スギ材を原材料とした木毛セメント板の開発 (H25年度完了テーマ) 

現在使用されているマツ材に代えて、スギ材を原材料とした木毛(もくもう)セメント板を開

発した。スギ材の活用が進むことで、林地からのスギ材の搬出が増加し、木材生産者や森林組

合等への波及効果が期待できる。 

本年度は、木毛セメント板を製造している県内企業に対し、本研究成果が生産時の技術デー

タとして活用されるための技術支援を行う。 

 

○容器包装リサイクルプラスチックの衝撃強度改善に関する研究（H25～26年度） 

活用範囲が限られている容器包装リサイクルプラスチックの低温域での耐衝撃性の改善を行

い、従来、困難であった冷凍庫等で使用する製品への応用を目指す。 

本年度は、目標とするポリエチレンの性能に近づけるため、無機系添加剤や竹粉など廃棄系

資材の混合による高強度化を検討する。また、強度評価により添加剤の種類や添加比率等の最

適条件を確立する。 

 

○長期耐久性を目指した塗布型ウレタン系表面処理剤の開発（H25～26年度） 

２４年度までに天然系原料（ひまし油）を用いたウレタン系表面処理剤を開発した。これを

基礎に、変色防止や抗菌性などを付与した安価で簡便な表面処理剤を開発する。 

本年度は、２５年度より実施している屋外・屋内暴露試験に並行して促進耐候性試験も実施

し、相関関係を検討する。紫外線散乱剤、抗菌物質や難燃化剤等を添加し、その影響を検討す

るとともに、色の変化や撥水性、表面の化学構造解析、電子顕微鏡観察を行う。 
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○和紙を用いた燃料電池用ガス拡散層のハロゲンフリー調製方法の検討とその特性評価（H26～27

年度） 

２５年度までに因州和紙を用いた燃料電池ガス拡散層のカーボンペーパーを作製する知識や

技術を蓄積した。これを基礎に、実用化の障害になると予想される前処理方法について、従来

技術よりも高い収率増加効果が得られる方法を開発する。 

本年度は、燃料電池用ガス拡散層としての最適な和紙調製方法を確立し、ハロゲンの代わり

にキトサン等を用いて前処理した和紙等を炭化した高収率で、高導電性を有するカーボンペー

パーの調製条件を検討する。 

 

○県産バイオマス資源を添加したプラスチック複合材料の力学特性及び分解性評価（H26～27年度） 

バイオマス資源及びポリ乳酸とポリビニルアルコール複合材料の用途拡大を目指し、バイオ

マス資源、ポリ乳酸及びポリビニルアルコールの３材料からなる複合材料の作製を行い、その

力学特性、熱特性、分解性などの評価を行う。 

本年度は、各材料の比率を変えた複合材料を作製し、成形条件の検討、バイオマス資源の粉

砕及び化学修飾を行う。さらに、試作材料の熱特性及び力学特性の評価を行う。 

 

○竹材の圧縮成形技術の開発とインテリア製品への応用（H26～27年度） 

高温高圧水蒸気処理技術を活用して四分割した丸竹を圧縮成形し、平板形状、湾曲材形状の

竹材製造技術を開発する。さらに、開発した竹材を応用したインテリア製品を開発する。 

本年度は、竹材の高温高圧水蒸気処理条件、圧縮成形条件及び形状固定条件を決定する。ま

た、インテリア製品の試作に係る調査を行う。 

 

 

c. 県内産業の高付加価値化に資する製品デザイン技術に関する分野 

県内企業の商品開発課題に対して、デザイン活用による高付加価値商品の企画・開発支援を

目的とした研究開発を行う。 

 

○三次元コンピュータグラフィックスを使用した製品検討手法の開発(H25～26年度) 

製品開発において、三次元コンピュータグラフィックス（ＣＧ）を利用した多様なカラー・

素材・形状等をすばやく検討できるシステム手法を開発する。 

本年度は、２５年度に開発した素材データを活用した製品仕様のＣＧ検討手法の開発を行う。

開発した手法を県内企業に利用して頂き、有効性の確認と改善を行う。 

 

 

d. 加工技術、計測技術及びシステム化技術の高度化に関する分野 

精密部品などの高付加価値部品の生産技術に関する研究など、形状の精密化、機能の高度化、

生産性の向上が求められる各種製品開発に対応するため、加工技術、計測技術及びシステム化

技術の一層の高度化を目指した研究開発を行う。 

 

○微細ドリルによる高精度・高品質穴加工法に関する研究（H25 年度完了テーマ） 

プリント基板加工用エントリーシートにおける樹脂特性の最適化と微細ドリルの加工挙動解

明から得られた知見により、微細ドリルによる高精度高品質穴加工法を提案した。 

本年度は、研究成果である高品質加工を可能にしたエントリーシートを県内企業で量産する

ための支援を行うとともに微細穴加工を行っている県内企業へ微細ドリルの高精度加工手法を

普及する。 

 

○モデルベース開発手法を用いた制御対象のモデリングとシステム制御に関する研究(H25年度完

了テーマ) 

制御対象をモデル化し、シミュレーションによる制御系設計と実験による検証で、モデルベ

ース開発手法の技術基盤を構築した。 

本年度は、制御系設計を必要とする様々な分野の県内企業にモデルベース開発手法の普及を

行う。また、具体的な相談案件に対応する制御対象のモデル化を容易に行えるシステムを構築

する。 

 

○表面硬化処理を施した機械要素部品の疲労設計法の確立 (H24～26年度) 

軸や歯車などの機械要素部品に対して、応力・硬さ・残留応力分布などの解析や測定を行い、

硬化層と残留応力の影響を考慮して、表面硬化部品の曲げ疲労強度を推定する疲労設計法を確

立する。 

本年度は、得られた解析結果の定量的な評価を行い解析に反映させることで解析精度を向上

させ、疲労限度予測値と疲労試験結果の比較検討を行う。さらに、本疲労設計法を高周波焼入

れ平歯車の疲労試験事例に適用させ、熱処理方法や材質が異なる場合の有効性を確認する。 
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○非接触測定による三次元形状評価に関する研究(H25年度完了テーマ) 

測定時に使用する反射防止スプレーの測定値への影響を定量的に把握する方法を見出し、段

差ゲージの測定では接触式測定機との比較検証した結果、測定精度５μｍ以内の測定を実現で

きた。 

本年度は、研究成果を利活用することで信頼性の高い非接触測定による三次元形状評価を実

施し、設計データとの高精度な比較検証を行う事で形状不具合箇所の早期発見及び製品改良時

における開発速度の迅速化と品質向上を支援する。 

 

○冷却ノズル応用レーザ加工技術の研究(H25年度完了テーマ) 

ガラス切断のために必要なレーザ加工技術として、冷却を満たすためのノズルを開発し、出

力・送り速度等の加工条件を確立した。 

本年度は、工業用ガラスを製造する企業に研究成果を提示し、電子機器用ディスプレイに使

われるガラス加工等の支援を行う。さらに、現在開発中で加工困難な強化ガラスの切断への展

開を検討する。 

 

○製品評価及び工場内管理に利用可能な広域空間計測データを生成できる３Ｄセンサ搭載電動走

行システムの開発(H26～27年度) 

断熱効果検証用温度実測データの空間マッピングのベースデータや自律走行車への障害物情

報として利用可能な三次元データを迅速に収集しマップ化するシステムを開発する。 

本年度は、全方位の空間形状データを逐次記録するシステムを電動車両に搭載し、三次元セ

ンサと走行状態のデータを同期させて広域三次元マップデータを生成するシステムを開発す

る。 

 

○樹脂製品を対象にした小径ドリルの先端形状改良による超深穴加工の高品質化(H26～27年度) 

２５年度までに微細ドリルの加工挙動について知見を得た。これを基礎に、医療機器や分析

機器などに利用される各種ノズル製品の高品質化を図るため、深穴加工用ドリルの新たな形状

を提案する。 

本年度は、ドリル加工実験とドリル挙動シミュレーションによりドリル先端形状が穴加工品

質に及ぼす影響を調査し、超深穴加工時の品質悪化メカニズムを解明する。 

 

 

e. 無機材料の加工技術、エネルギー関連技術及びリサイクル技術に関する分野 

金属等無機材料の高機能化のための表面改質等に関する研究や水力等を活用したエネルギー

に関する研究、未利用資源の活用を図るためのリサイクルに関する研究など、無機材料の加工

技術、エネルギー関連技術及びリサイクル技術の高度化を目指した研究開発を行う。 

 

○オキシカーバイド皮膜の耐食耐磨耗材料としての適用に関する研究(H25年度完了テーマ) 

クロムオキシカーバイドのイオンプレーティング法による成膜に成功し、特に食品加工プラ

ントへの適用を想定した耐食性能について評価を行い、高い耐食性能や耐摩耗性を有する皮膜

を開発した。 

本年度は、食品加工プラント用部材のほか、樹脂加工用部品、ポンプ部品などへの表面処理

技術として研究成果の利活用を提案する。 

 

○粉末固相接合による部分強化傾斜機能金型の開発(H25～26年度) 

金型の低コスト化や短納期製造等を可能とする新素材・新製造技術の構築を目指し、新しい

材料プロセス技術（表面及び内部構造の機能傾斜化）を開発する。 

本年度は、強化箇所のシミュレーション解析を実施し、部分強化金型を設計・試作する。ま

た、マグネシウム合金ビレット（鋼片）の据え込み鍛造試験による金型耐久性とチタン合金シ

ートの加工試験により加工後のワーク特性を把握する。 

 

○リンの除去・回収に有用なハイドロタルサイト－発泡ガラス複合体の開発(H26～27年度) 

粘土鉱物のハイドロタルサイトを利用し、排水処理での有害陰イオンのリン除去・回収に有

用かつ安価な吸着材の開発を目指し、ハイドロタルサイトを発泡ガラスの孔内に固定する方法、

その吸着能力及びリサイクル性について検討する。 

   本年度は、発泡ガラス孔内におけるハイドロタルサイトの生成、活性化処理に最適な有機溶

媒を明らかにする。 

 

 

 

f. 地域資源活用食品に関する分野 

県内で生産される特徴ある農・林・畜・水産地域資源の高付加価値化を目指した食品の開発

及び高品質化に関する研究開発を行う。 

 



 6 

 第２期中期目標（H22.11.24県議会議決、12.28県知事通知） 第２期中期計画（H23.3.1県へ申請、3.29認可） 平成２６年度計画(H26.3.31届出) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○おいしさを指標にした新たな冷解凍熟成新鮮魚の開発(H24～26年度) 

高鮮度鮮魚をある条件下で冷解凍することより、人がよりおいしいと感じられるようになる

という現象を、味、香りの観点から明らかにし、地域資源を活用した新たな冷解凍熟成新鮮魚

を開発する。 

本年度は、冷解凍によるおいしさ、臭気改善発生機作の究明、ブリロイン（ブリの 4 ツ割）

冷解凍熟成のための必要条件を確定する。また、ブリロインを企業に提案して、事業化の可能

性を調査する。 

 

○沖合底曳き魚の高品質生食用処理技術の開発(H25年度完了テーマ) 

沖合底曳き魚のマイクロバブル処理により、ぬめりの除去、外観の向上、保管中の体表面の

微生物増殖抑制、魚肉の臭気発生抑制等が観察された。 

本年度は、漁業協同組合等に情報提供を行って技術普及に努めるほか、鳥取県水産試験場が

行う沖合底曳き魚の船上冷凍実験を支援する。 

 

 ○マグロ魚醤油のヒスタミン生成リスクを低減する乳酸菌を活用した製造技術の確立と低塩分化

への応用(H26～28年度) 

ヒスタミン生成能を伝播しにくい乳酸菌をスターターとした場合の、現在のマグロ魚醤油製

造手法（原材料、醤油麹添加量、塩分濃度、発酵温度等）においてのヒスタミン発生リスク低

減の検証並びに現在の魚醤油の品質を維持するための乳酸菌の選定を行う。 

   本年度は、スターター添加によりヒスタミン生産菌が抑制されるか調査し、発酵過程・品質

の調査と発酵条件の確立及び加工現場での実用化検証を行う。 

 

 

g. 機能性食品・素材の高付加価値化に関する分野 

未利用資源・地域資源に含まれる機能性成分の探索や解析を行い、動物実験や細胞による評

価技術を応用して機能性食品・素材の開発及び付加価値を向上させるための研究開発を行う。 

 

○萌芽組織形成を目指した生体由来素材による三次元培養法の開発（H25～27 年度） 

ノロゲンゲ体液の新規培養素材としての可能性を探索するため、様々な細胞に対するノロゲ

ンゲ体液の効果を調べ、三次元化に関わる分子の探索を行う。 

本年度は、蛋白精製手法を用いて、三次元化起因分子を精製し、質量分析により、そのアミ

ノ酸配列を解析、発現実験による再現性を確認する。 

 

 ○ニオイ（青臭み等）が嗜好性に影響しやすい農産加工品の風味改善技術の開発（H26～27 年度） 

におい識別装置と従来の評価法を組み合わせた食品のニオイ評価法を開発する。そして、県

産農産物（トマト、スイカ、ニンジン）の加工条件を検討し、青臭みや加熱臭を改善する高品

質な加工品作りに活用する。 

   本年度は、客観的な加工品のニオイ評価法の確立と加工が及ぼす青臭みへの影響の評価を行

う。 

 

 ○食品機能性の評価を短時間、低コストで実現する機能性予測モデルの開発（H26～28 年度） 

   食品の機能性を短期間、低コストでスクリーニング（選別）できる新たなシステムを確立す

るため、システムの核となる機能性予測モデルの構築を目指す。 

   本年度は、高速液体クロマトグラフ質量分析計による成分データとin vitro（試験管内）試

験による機能性データから多変量解析等の統計解析手法を用いて相関関係を見出し、機能性を

予測する為のアルゴリズムを構築する。 

 

 

h. 発酵利用に関する分野 

酵母や麹菌など自然界から収集したり、バイオ技術を用いて育種した有用微生物を活用して、

県産農産物や未利用資源を原材料とした新しい清酒、ワイン、酢などの研究開発や発酵技術の

工業利用に関する研究開発を行う。 

 

○糖類ゼロ低アルコール清酒の製造技術に関する研究(H25年度完了テーマ) 

  麹の使用割合の増加、乳酸発酵の導入によりアミノ酸度が増加すること、また、乳酸発酵導

入によりオルニチンが増加することを見出したが、糖類ゼロにした場合、酸味が強く感じられ

る点を解消できなかった。 

本年度は得られた技術シーズをもとに実用化促進研究において、実用化を目指した研究とし

て実施する。 

 

○赤色色素を生成する麹菌を利用した発酵食品の開発（H25～26年度） 

新たに育種した赤色色素を生成する麹菌について、その色素の生成経路の検索及び同定を行

うと共に発酵食品への応用を目指す。 
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（４）新規事業の創出や新分野立ち上げを目指す事業者等の支援 

新規事業の立ち上げを目指す事業者等に、インキュベーション施設など研究開発の場を提供し、

研究開発途上で生じた諸課題の解決に向け技術支援を実施するとともに、市場動向や販路などの情

報提供を含めたトータルな支援が行えるよう、関係機関との連携等に取り組むこと。 

また、講習会やセミナー、研究発表会等を通じてセンターの技術的知見の普及に努め、技術移転

を促進するとともに、企業の製品開発や生産活動を支援すること。 

企業における研究開発成果の実用化を支援するため、関係機関と連携して市場動向等を把握した

上で、商品企画の段階からの市場競争力を有する製品開発（機能・製品デザイン等）への支援機能

を強化するとともに、地域資源を有効活用するなどして、全国展開にも繋がる「地域ブランド育成」

を意識した技術支援に取り組むこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）積極的な広報活動 

ホームページや各種広報媒体を積極的に活用し、研究開発成果や最新の技術情報、センターの事

業内容等の情報を提供することにより、企業の製品開発及び生産活動を支援し、センター利用実績

のない企業等の利用拡大を促進すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 研究評価 

実用化研究の評価は、原則として、外部専門家で構成される「実用化研究評価委員会」によ

る開始時評価、中間時評価、終了時評価とする。 

受託研究、共同研究、シーズ研究の評価は、原則として、センター役職員による開始時評価、

中間時評価、終了時評価とするが、「実用化研究評価委員会」に報告することとし、評価の透明

性を図る。 

実用化や製品化の有無等成果の活用、特許権等の取得件数、学術誌等への研究成果の発表状

況なども評価対象とし、評価の充実を図るとともに、評価結果に基づき、理事長が研究テーマ

の採択、研究資源の当初配分、研究継続の可否判定、次年度以降の研究資源の再配分等を行う。 

 

③知的財産権の戦略的な取得と活用及び関係機関との連携 

研究開発着手の段階から弁理士等の知的財産専門家を交えて検討を行い、鳥取県知的所有権

センター等、関係機関と連携することにより、知的財産権の戦略的な取得を図り、研究成果を

保護するために中期計画期間中に１０件を目標に特許を出願する。 

また、研究開発等から派生した知的財産権や研究開発の成果を活用し技術移転を行い、中期

計画期間中に１１件を目標に企業等の新製品開発の達成、新規分野の開拓支援の促進を図る。

（再掲）。 

 

 

（４） 新規事業の創出や新分野立ち上げを目指す事業者等の支援 

新規事業の立ち上げを目指す事業者等に、起業化支援室等の研究開発の場を提供するとともに、

講習会やセミナー、研究発表会等を通じてセンターの技術的知見の普及に努め、事業者等の製品

開発などを支援する。 

なお、市場競争力を有する製品開発について、商品企画の段階からの支援を強化し、特に、一

次産品や伝統工芸品などの地域資源を有効活用するなど、鳥取ブランドの全国展開に繋がりうる

「地域ブランド育成」を意識した技術支援に取り組む。 

 

 

 

 

 

 

①研究開発の場の提供や成果普及・技術情報の提供 

鳥取・米子・境港の３施設に設置した起業化支援室等を活用し、企業の研究開発に係る場の提

供と技術支援を行う。 

技術講習会・セミナー、研究発表会、研究会等を中期計画期間中に２２回を目標に開催し、研

究成果の普及、技術移転、新技術・産業動向等の情報提供を行う。 

 

 

②関係機関との連携と支援機能の強化 

鳥取県デザイナー協会等の関係機関との連携や企業訪問の充実などを図ることにより、市場動

向等の情報収集力を強化するとともに、新規事業の立ち上げを目指す事業者等に、市場動向や販

路などの情報提供を含めたトータルな支援を行う。 

 

（５） 積極的な広報活動 

  刊行物やホームページ等の各種広報媒体を活用し、研究成果や技術情報、センターの事業内容

等の情報を提供する。また、産業支援機関の関連情報の提供や関係機関への紹介を行う。 

センター利用実績のない企業や新たに進出した企業等に対して、ホームページや各種媒体を積

極的に活用してセンターのサービス内容等の広報活動を展開し、センターのサービス内容の周知

や利用の拡大を図る。研究成果については、学術誌等による研究成果の発表やセンター研究報告、

ホームページなどを通じて公開し、企業等に活用されるよう努める。 

中期計画期間中に８０件を目標にプレスリリースを行い、県内の企業、県民に対してセンター

の活動内容を周知する。 

本年度は、赤色色素成分の同定、赤色色素の製麹条件による差異及び赤色安定化についての

検討及び米麹を用いる発酵食品（日本酒、甘酒）において、飲用時にpH5 に調整する手法につ

いて検討する。 

 

 ○機能性アミノ酸オルニチンを高含有する低アルコール清酒の開発（H26～27年度） 

機能性アミノ酸であるオルニチンを高含有する低アルコール清酒の製造技術を確立し、機能

性を付与した新しい清酒の製品化を目指す。 

   本年度は、オルニチンを高生産する乳酸菌の性質を明らかにすると共に、カルバミン酸エチ

ル含量を分析し安全性の確認を行う。 

 

② 研究評価 

基盤技術開発研究、実用化促進研究の評価は、原則として、外部専門家で構成される「実用

化研究評価委員会」による開始時評価、中間時評価、完了時評価とする。 

受託研究、共同研究、可能性探査研究の評価は、原則として、センター役職員による開始時

評価、中間時評価、完了時評価とするが、「実用化研究評価委員会」に報告することとし、評価

の透明性を図る。 

実用化や製品化、技術移転等の成果、特許権等の取得件数、学術誌等への研究成果の発表状

況なども評価対象とし、評価の充実を図るとともに、評価結果に基づき、理事長が研究テーマ

の採択、研究資源の当初配分、研究継続の可否判定、次年度以降の研究資源の再配分等を行う。 

 

③ 知的財産権の戦略的な取得と活用及び関係機関との連携 

研究開発着手の段階から弁理士等の知的財産専門家を交えて検討を行い、鳥取県知的所有権

センター等、関係機関と連携することにより、有益な成果は知的財産化を速やかに行うよう努

め、知的財産権の戦略的な取得を図り、研究成果を保護するために本年度は中期計画において

承認されている１０件のうち約３件を目標に特許を出願する。 

また、研究開発等の成果や派生した知的財産権の普及、活用のため積極的に情報発信や技術

移転を行い、本年度は中期計画において承認されている１１件のうち約３件を目標に企業等の

新製品開発の達成、新規分野の開拓支援の促進を図る。（再掲） 

 

（４）新規事業の創出や新分野立ち上げを目指す事業者等の支援 

新規事業の立ち上げを目指す事業者等に、起業化支援室等の研究開発の場を提供するとともに、

講習会やセミナー、研究発表会等を通じてセンターの技術的知見の普及に努め、事業者等の製品

開発などを支援する。 

なお、市場競争力を有する製品開発について、商品企画の段階からの支援を強化し、特に、一

次産品や伝統工芸品などの地域資源を有効活用するなど、鳥取ブランドの全国展開に繋がりうる

「地域ブランド育成」を意識した技術支援に取り組む。 

本年度は、食品開発研究所(境港施設)の「商品開発支援棟」整備を行い、商品開発支援機能、

食品品質評価支援機能を充実させ、食の安全・安心に配慮した衛生的な設備や原料処理から包装・

充填までの一連の試作加工機器を整備することにより、原料加工から商品開発まで一貫した試作

品の開発を支援する。（再掲） 

また、継続して、食の安全・安心ワンストップ相談窓口を食品開発研究所に設置する。 

 

①研究開発の場の提供や成果普及・技術情報の提供 

鳥取・米子・境港の３施設に設置した起業化支援室等に加え、２５年度に食品開発研究所（境

港施設）の高機能開発支援棟に増設した２室の起業化支援室を活用し、企業の研究開発に係る場

の提供と技術支援を行う。 

技術講習会・セミナー、研究発表会、研究会等を本年度は中期計画において承認されている２２回

のうち約６回を目標に開催し、研究成果の普及、技術移転、新技術・産業動向等の情報提供を行う。 

 

②関係機関との連携と支援機能の強化 

鳥取県デザイナー協会等の関係機関との連携や企業訪問の充実などを図ることにより、市場動

向等の情報収集力を強化するとともに、新規事業の立ち上げを目指す事業者等に、市場動向や販

路などの情報提供を含めたトータルな支援を行う。 

 

（５）積極的な広報活動 

刊行物やホームページ等の各種広報媒体を活用し、研究成果や技術情報、センターの事業内容

等の情報を提供する。また、産業支援機関の関連情報の提供や関係機関への紹介を行う。 

センター利用実績のない企業や新たに進出した企業等に対して、ホームページや各種媒体を積

極的に活用してセンターのサービス内容等の広報活動を展開し、センターのサービス内容の周知

や利用の拡大を図る。研究成果については、学術誌等による研究成果の発表やセンター研究報告、

ホームページなどを通じて公開し、企業等に活用されるよう努める。 

本年度は中期計画において承認されている８０件のうち約２０件を目標にプレスリリースを行

い、県内の企業、県民に対してセンターの活動内容を周知する。 
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 第２期中期目標（H22.11.24県議会議決、12.28県知事通知） 第２期中期計画（H23.3.1県へ申請、3.29認可） 平成２６年度計画(H26.3.31届出) 

 

２ ものづくり人材の育成 

第 1 期中期目標期間において策定した産業人材育成戦略に基づき、これまでに培ってきた産業人

材育成のノウハウを活かし、ものづくり分野における基盤的産業人材の育成に向けた支援機能を強

化するとともに、高度専門人材の育成など、産業構造の転換を見据えた人材育成にも取り組むこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 産学金官連携の推進 

競争的資金の獲得や技術支援の効果的な展開に必要なコーディネート機能を向上させるととも

に、共同研究や産業人材育成など、産業の自立化・高付加価値化に繋がる企業支援の達成に向けて、

「産学金官連携」を強化すること。 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ 業務運営の改善及び効率化に関する事項 

 地方独立行政法人制度の特長を十分に活かして業務運営の改善を継続し、より一層効率的・効

果的な運営を行うこと。 

 

１ 迅速かつ柔軟な業務運営 

理事長のリーダーシップのもと、迅速な意思決定に基づくスピード感のある組織運営を行うこと。 

また、管理体制を継続的に見直しながら、企業ニーズなどセンターを取り巻く環境の変化に戦略

的かつ弾力的に対応し、資金や人材等の経営資源を重点的に投入すること。 

業務運営に際しては、鳥取・米子・境港３施設間における情報の共有化を徹底し、センターが取

り組む目標や職員の認識の共有化を図るとともに、組織としての円滑かつ効率的な意思決定に努め

 

２ ものづくり人材の育成 

センターの研究開発成果やこれまで培ってきた人材育成のノウハウを活かし、ものづくり分野

における高度専門人材育成など、技術の高度化に対応できる人材育成に取り組むとともに、国内

外の技術動向に即応して研究開発を進められる実践的な企業内技術者の育成や大学等からの研修

生の積極的受入れに取り組む。 

具体的な研修事業については、各年度において、経済状況や技術動向、センターを取り巻く状

況等に柔軟に対応しながら実施するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 産学金官連携の推進 

企業における市場動向を踏まえた製品化、事業化を支援するため、民間企業、大学、金融機関

及び行政機関などからなる産学金官連携の実施に当たっては、センターも技術面におけるコーデ

ィネート機能を向上させて積極的な役割を果たすこととする。 

国内外の大学、研究機関等の連携を図り、センター主導による各種事業や研究会を実施するな

ど、新たな技術開発に係る産学金官連携のコーディネート機能を発揮する。 

鳥取・米子・境港の３施設の連携を基軸として、センターの持つ強みを発揮した共同研究を主

導的に推進するなど、農林水産分野や環境関連分野など異分野の連携を強化する。 

 

 

Ⅲ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 

地方独立行政法人制度の特長を十分に活かして、自立性・機動性・透明性を高めるための業務

運営を継続し、より一層効率的・効果的な運営を行うとともに、職員の能力や意欲の向上に繋が

る取組みを推進する。 

１ 迅速かつ柔軟な業務運営 

理事長のリーダーシップの下、センターを取り巻く環境の変化に戦略的かつ弾力的に対応でき

る機動性・効率性の高い組織・運営体制を確立するとともに、業務運営に当たっては、鳥取・米

子・境港３施設間における情報の共有化を徹底し、職員間でのセンターのミッションに係る共通

認識を高め、組織としての円滑かつ効率的な意思決定を行うことにより、企業ニーズに基づく、

より高度なサービスを提供する。 

 

２ ものづくり人材の育成 

センターの研究開発成果やこれまで培ってきた人材育成のノウハウを活かし、ものづくり分野

における高度専門人材育成など、技術の高度化に対応できる人材育成に取り組むとともに、国内

外の技術動向に即応して研究開発を進められる実践的な企業内技術者の育成や大学等からの研修

生の積極的受入れに取り組む。 

事業フォローアップ調査等により、内容の見直しや充実を図る。 

 

（１）高度な技術を持つ産業人材の育成 

国内外の技術動向に即応するとともに、技術の将来像を見据えたものづくり分野の高度専門人

材育成等を戦略的に実施し、本年度は約３０人を目標に人材を育成する。 

 

①組込システム開発人材育成事業（H23～26年度） 

戦略的な新技術・新製品を企画し、プログラムの開発設計技術はもとより、ハードウェアを始

めとする幅広い知識とスキルをバランスよく兼ね備え持って、自ら中心となって開発を手がける

組込システム技術者の育成を図る。 

本年度は、デジタル家電等に登載する組込ソフトウェアの開発技術について、約１０名を目標

に２日間の講義を行い、技術者の人材育成を図る。 

 

②次世代ものづくり人材育成事業（H23～26年度） 

高い信頼性が要求される、家電・各種機械装置・自動車関連産業等の製品設計・製造業におい

て、ものづくり技術の高度化かつ短納期化に対応できる次世代技術者の育成を図る。 

本年度は、基盤技術である金属加工・計測及び製品設計評価について、約１０名を目標に約４

日間の講義を行い、ものづくり技術の高度化に対応できる技術者の人材育成を図る。 

 

③デザイン力強化人材養成事業（H23～26年度） 

新しく商品開発を考えている製造事業者で一社又は複数社による共同開発グループの経営者・

社員等を対象に、市場ニーズに基づいた製品開発から製造販売までの一連の商品企画が可能な人

材の育成を図る。 

本年度は、鳥取県産業振興機構、鳥取県と連携し、商品企画・開発力向上とデザイン活用の方

法について理解を深めるために、約１０名を目標に外部講師を招いたデザイン力強化セミナーを

１回以上開催し、人材育成を図る。 

 

（２）現場即応型の開発人材の育成 

実践的産業人材育成事業（H23～26 年度） 

企業の持つ課題の解決を通じて、現場即応型の研究開発ができる人材育成等を図る。２５年度

に電子・有機素材研究所に整備した清酒製造試験システムを活用した新たな研修コースの設定等

のように、企業等の要望に沿った内容見直しや充実を図る。 

 

（３）次世代を担う技術者の育成 

大学等から研修生を積極的に受け入れ、ものづくり産業の将来を担う人材を育成するためのイ

ンターンシップ等により次世代を担う技術者の育成を図る。 

 

３ 産学金官連携の推進 

企業における市場動向を踏まえた製品化、事業化を支援するため、民間企業、大学、金融機関

及び行政機関などからなる産学金官連携の実施に当たっては、外部機関の審査委員等、センター

も技術面におけるコーディネート機能を向上させて積極的な役割を果たすこととする。 

国内外の大学、研究機関等の連携を図り、センター主導による各種事業や研究会を実施するな

ど、新たな技術開発に係る産学金官連携のコーディネート機能を発揮する。 

鳥取・米子・境港の３施設の連携を基軸として、センターの持つ強みを発揮した共同研究を主

導的に推進するなど、農林水産分野や環境関連分野など異分野の連携を強化する。 

 

 

Ⅲ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 

地方独立行政法人制度の特長を十分に活かして、自立性・機動性・透明性を高めるための業務

運営を継続し、より一層効率的・効果的な運営を行うとともに、職員の能力や意欲の向上に繋が

る取り組みを推進する。 

 

１ 迅速かつ柔軟な業務運営 

理事長のリーダーシップの下、センターを取り巻く環境の変化に戦略的かつ弾力的に対応でき

る機動性・効率性の高い組織・運営体制を確立するとともに、業務運営に当たっては、鳥取・米

子・境港３施設間における情報の共有化を徹底し、職員間でのセンターのミッションに係る共通

認識を高め、組織としての円滑かつ効率的な意思決定を行うことにより、企業ニーズに基づく、

より高度なサービスを提供する。 
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ること。 

 

 

 

 

 

２ 職員の能力開発 

職員の能力開発に当たっては、センターが策定した人材育成プログラムに基づき、継続的に職員

の資質向上を図るとともに、センターの業務を的確に遂行できる人材を計画的に育成すること。な

お、能力開発を意識し、若手研究員が取り組むテーマ設定を行うとともに、国の研究機関や大学等

への派遣を活用すること。 

また、センターが策定した個人業績評価システムに基づき、客観性・透明性の高い業績評価を行

うとともに、評価結果を勤勉手当、昇給、人員配置等に反映させること。 

役員については、成果主義に基づく給与体系により、評価委員会による業績評価結果を役員報酬

（退職手当を含む。）に反映させること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 自己収入の確保と業務運営の効率化・経費抑制 

企業や大学等との連携により積極的に競争的資金等の外部資金獲得に努めるほか、機器設備・施

設の開放や知的財産権の使用許諾等により、運営費交付金（県からセンターへ交付）以外の収入の

確保に努めること。 

なお、知的財産権の使用許諾に伴う使用料収入額のうち、センターと職員間における配分につい

ては、知的財産関係法令等に基づいて設定したルールを遵守すること。 

運営費交付金を充当して実施する業務（臨時的経費及び職員人件費を除く。）については、期間

開始前に示される基準に沿って経費抑制を行うこと。 

また、業務の電子化など事務処理の簡素化・効率化、施設・設備の有効利用の徹底、外部委託の

活用など、業務運営の効率化と経費抑制を目的とした見直しを恒常的に実施すること。 

なお、経費抑制に当たっては、利用企業等へのサービスを低下させることのないよう努めること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅳ 財務内容の改善に関する事項 

運営費交付金を充当して実施する業務については、「Ⅲ 業務運営の改善及び効率化に関する事

項」に配慮した中期計画の予算を作成し、当該予算により効率的かつ効果的な運営を行うこと。 

なお、センターの活動経費の大部分を占める運営費交付金について、センターの業績に応じたイ

ンセンティブとして、業績評価に基づき増減させる算定ルールを適用する。 

 
 
 
 
 
 

 
 

組織体制の改善・整備など継続的な見直しを行い、限られた経営資源（人材、資金）の中で、

社会経済状況や企業ニーズの変化への弾力的な対応を図る。 

役職員でのセンターの方針や業務内容等に係る共通認識を高めるとともに、円滑かつ効率的な

意思決定を行うため、役員会及び幹部会、運営会議等の内部会議を定期的に開催する。また、部

局横断的な専門家チーム、専門委員会を組織し、適正な意思決定を行う。 

 

２ 職員の能力開発 

職員の企業への技術支援能力や研究開発能力の向上のため、大学等への長期派遣研修を行うと

ともに、各種研修会への参加等を推進するとともに、資格の取得を奨励し、センターの業務を的

確に遂行できる人材を計画的に育成する。 

また、職員の業務実績については、処遇に適切に反映されるよう、客観的な業務実績評価を行

う。役員については、成果主義に基づく給与体系により、評価委員会による業績評価結果を役員

報酬（退職手当を含む。）に反映させる。 

 

（１） 計画的な職員の能力開発 

大学、研究機関、行政機関、民間企業等へ職員を長期派遣し、職員のより一層の技術支援能

力、研究開発能力、業務運営能力、組織管理能力の向上を図る。研究成果の学会発表、その他

各種団体が実施する技術講習会・セミナーに派遣し、研究開発能力の向上を図る。また、業務

に必要な資格や学位の取得などを奨励し、職員の資質向上に努める。 

 

（２） 独自システムによる業績評価の実施 

職員の適性や能力についての認識を深め、自己研鑽に繋げることを目的として、職員の業務へ 

の取組状況や業務実績などにより、客観的な基準に基づく、公正で透明性の高い業績評価を実施

し、また、制度の改善を図る。職員の業務実績評価の結果に基づき、昇給、勤勉手当の成績率等

職員の処遇や人事配置に適正に反映する。 

 

３ 自己収入の確保と業務運営の効率化・経費抑制 

自己収入の確保や業務運営の効率化により経費削減などに努め、ものづくり分野の技術支援機

関としての使命を果たすことのできる経営基盤の確立を図る。 

 

（１） 外部資金その他自己収入の確保 

機器設備・施設の開放、依頼試験の実施状況、企業ニーズに基づく機器設備の新設や試験の

メニューの統廃合などにより、利用者へのサービスの向上を図る。また、利用者への積極的な

情報提供を行うとともに、適切な料金を設定し、事業収入の確保に努める。 

企業や大学等との連携により、中期計画期間中に９件を目標に科学研究費補助金等の競争的

資金を獲得するなど、運営費交付金以外の収入の確保に努める。また、県内の企業等との共同

研究、受託研究を推進する。 

研究機器等の整備に当たっては、国、その他の補助制度の活用により自己財源の負担をでき

るだけ軽減するよう努める。 

特許権等の活用を図るため、特許権実施許諾契約の締結により、実施料等の収入の確保に努

める。なお、知的財産権の使用許諾に伴う使用料収入額のうち、センターと職員間における配

分については、知的財産関連法令等に基づいて設定したルールを遵守する。 

 

（２） 業務運営の効率化・経費抑制 

事務手続きの簡素化等を進め、業務の効率化、迅速化を図り、併せて職員の負担軽減に努め

る。限られた経営資源を有効的に活用するため、施設管理、外部委託等の業務内容の見直しに

より経費の抑制に努める。 

 

 

Ⅳ 財務内容の改善に関する事項 

運営費交付金を充当して実施する業務については、「Ⅲ 業務運営の改善及び効率化に関する

目標を達成するためとるべき措置」に配慮した中期計画の予算を作成し、当該予算により効率的

かつ効果的な運営を行う。 

なお、運営費交付金を充当して実施する業務に要する予算措置（臨時的経費及び人件費を除く。）

については、無駄な経費の削減を行うとともに、高い業績評価を得ることでインセンティブを確

保して、財務内容の改善に資するよう努める。 

 

 

 

 

 

 

組織体制の改善・整備など継続的な見直しを行い、限られた経営資源（人材、資金）の中で、

社会経済状況や企業ニーズの変化への弾力的な対応を図る。 

役職員でセンターの方針や業務内容等に係る共通認識を高めるとともに、円滑かつ効率的な意

思決定を行うため、役員会及び幹部会等の内部会議を定期的に開催する。また、組織横断的な専

門家チーム、専門委員会を組織し、適正な意思決定を行う。 

 

２ 職員の能力開発 

職員の企業への技術支援能力や研究開発能力の向上のため、大学等への長期派遣研修を行い、

各種研修会への参加等を推進するとともに、資格の取得を奨励し、センターの業務を的確に遂行

できる人材を計画的に育成する。 

また、職員の業務実績については、処遇に適切に反映されるよう、客観的な業務実績評価を行

う。役員については、成果主義に基づく給与体系により、評価委員会による業績評価結果を役員

報酬に反映させる。 

 

 

（１）計画的な職員の能力開発 

大学、研究機関、行政機関、民間企業等へ職員を長期派遣し、職員のより一層の技術支援能

力、研究開発能力、業務運営能力、組織管理能力の向上を図る。研究成果の学会発表、その他

各種団体が実施する技術講習会・セミナーに派遣し、研究開発能力の向上を図る。また、業務

に必要な資格や学位の取得などを奨励し、企業人マインドを醸成する職員研修の実施等により

職員の資質向上に努める。 

 

（２）独自システムによる業績評価の実施 

職員の適性や能力についての認識を深め、自己研鑽に繋げることを目的として、職員の業務

への取組状況や業務実績などにより、客観的な基準に基づく、公正で透明性の高い業績評価を

実施し、また、制度の改善を図る。職員の業務実績評価の結果に基づき、昇給、勤勉手当の成

績率等職員の処遇や人事配置に適正に反映する。 

 

３ 自己収入の確保と業務運営の効率化・経費抑制 

自己収入の確保や業務運営の効率化により経費削減などに努め、ものづくり分野の技術支援機

関としての使命を果たすことのできる経営基盤の確立を図る。 

 

（１）外部資金その他自己収入の確保 

機器設備・施設の開放、依頼試験の実施状況、企業ニーズに基づく機器設備の新設や試験の

メニューの統廃合などにより、利用者へのサービスの向上を図る。また、利用者への積極的な

情報提供を行うとともに、適切な料金を設定し、事業収入の確保に努める。 

企業や大学等との連携により、本年度は中期計画において承認されている９件のうち約３件

を目標に科学研究費補助金等の競争的資金を獲得するなど、運営費交付金以外の収入の確保に

努める。また、県内の企業等との共同研究、受託研究を推進する。 

研究機器等の整備に当たっては、国、その他の補助制度の活用により自己財源の負担をでき

るだけ軽減するよう努める。 

特許権等の活用を図るため、特許権実施許諾契約の締結により、実施料等の収入の確保に努

める。なお、知的財産権の使用許諾に伴う使用料収入額のうち、センターと職員間における配

分については、知的財産関連法令等に基づいて設定したルールを遵守する。 

 

（２）業務運営の効率化・経費抑制 

事務手続きの簡素化等を進め、業務の効率化、迅速化を図り、併せて職員の負担軽減に努め

る。限られた経営資源を有効的に活用するため、施設管理、外部委託等の業務内容の見直しに

より経費の抑制に努める。 

 

 

Ⅳ 財務内容の改善に関する事項 

運営費交付金を充当して実施する業務については、「Ⅲ 業務運営の改善及び効率化に関する目

標を達成するためとるべき措置」に配慮した年度計画の予算を作成し、当該予算により効率的か

つ効果的な運営を行う。 

なお、運営費交付金を充当して実施する業務に要する予算措置（臨時的経費及び人件費を除く。）

については、無駄な経費の削減を行うとともに、高い業績評価を得ることでインセンティブを確

保して、財務内容の改善に資するよう努める。 
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１ 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画 

（１） 予算（人件費の見積もりを含む。） 

 

平成２３年度～平成２６年度 予算 

                            （単位：百万円） 

区    分 金  額 

 収 入 

   運営費交付金 

  施設設備整備費補助金 

  自己収入 

   事業収入 

   補助金等収入 

   外部資金試験研究収入 

  目的積立金 

   合 計 

 

       ３，０４３ 

             ０ 

           ２８０ 

         １２０ 

       ８０ 

           ８０ 

            ８０        

       ３，４０３ 

 

 支 出 

  業務費 

   研究開発等経費 

   外部資金試験研究費 

   人件費 

  一般管理費 

  施設設備整備費 

   合 計 

 

 

       ２，５８３ 

          ８０８ 

       ８０ 

       １，６９５ 

           ８２０ 

             ０        

       ３，４０３ 

 

 

〔人件費の見積もり〕 

中期目標期間中総額、１，６９５百万円を支出します。（退職手当を含む。） 

 

※ 金額については見込みであり、今後変更する可能性があります。 

 

 （２） 収支計画 

平成２３年度～平成２６年度 収支計画 

                              （単位：百万円） 

区    分 金  額 

 費用の部          

   経常経費       ３，９２９ 

   業務費 

     研究開発等経費 

     外部資金試験研究費 

     人件費 

 

      ２，４６３ 

         ６８８ 

           ８０ 

      １，６９５ 

   一般管理費         ８２０ 

   減価償却費          ６４６ 

 収入の部  

         

  経常収益    ３，９２９ 

   運営費交付金収益    ３，０４３ 

   外部資金試験研究費収益            ８０ 

   補助金等収益       ８０ 

   事業収益           １２０ 

   資産見返運営費交付金等戻入 

   資産見返物品受贈額戻入 

          １３１ 

          １０６ 

   資産見返補助金等戻入           ３６９ 

              

 純利益              ０ 

 総利益 ０ 

 

  ※ 金額については見込みであり、今後変更する可能性があります。 

１ 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画 

（１）予算（人件費の見積りを含む。） 

 

平成２６年度 予算 

                        （単位：千円） 

区    分 金  額 

収 入 

 運営費交付金 

 施設設備整備費補助金 

 自己収入 

  事業収入 

  事業外収入 

  補助金等収入 

  外部資金試験研究収入 

目的積立金取崩額 

合 計 

      

     ７７７，４３０ 

３８１，００５ 

      ７１，２１５ 

       ２７，７０６ 

      ３，７００ 

    １０，６９４ 

       ２９，１１５ 

１７６，３７８ 

 １，４０６，０２８ 

支 出  

  業務費 

  研究開発等経費 

  外部資金試験研究費 

  人件費 

６７６，７１９ 

     １４３，０３０ 

     ２４，５７５ 

     ５０９，１１４ 

 一般管理費 ２３１，６７２ 

 施設設備整備費 ４９７，６３７ 

合 計 １，４０６，０２８ 

                  

 

 

 

 

 

 

（２）収支計画 

平成２６年度 収支計画 

                        （単位：千円） 

区    分 金  額 

費用の部  

 経常経費 １，０３０，３８８ 

  業務費 

    研究開発等経費 

    外部資金試験研究費 

    人件費 

６７６，７１９ 

     １４３，０３０ 

      ２４，５７５ 

   ５０９，１１４ 

  一般管理費 ２３１，６７２ 

  減価償却費 １２１，９９７ 

 

収益の部 
 

 経常収益 ８５４，０１０ 

  運営費交付金収益 

  外部資金試験研究費収益 

  補助金等収益 

  事業収益 

  事業外収益 

  資産見返運営費交付金等戻入 

  資産見返物品受贈額戻入 

  資産見返補助金等戻入 

６６８，８８１ 

     ２９，１１５ 

     １０，６９４ 

    ２７，７０６ 

       ３，７００ 

      ３８，５１７ 

    １８，９２７ 

    ５６，４７０ 

 

純利益 

 

－ １７６，３７８ 

目的積立金取崩額 １７６，３７８ 

総利益 ０ 
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Ⅴ その他業務運営に関する重要事項 

 

１ コンプライアンス体制の確立と徹底 

（１）法令遵守及び社会貢献 

法令遵守はもとより、職員は全体の奉仕者としての自覚に立ち、職務執行に対する中立性と公平

性を常に確保し、県民から疑惑や不信を招くことのないよう努めること。 

また、法令遵守や適切で安全な設備の使用・管理等に関して、職員に対する研修を継続的に実施

するとともに、確実な実施に向けた組織体制の整備を行うこと。 

さらに、県民とともに歩む組織として、地域イベントや奉仕活動への参加など社会貢献に努める

こと。 

 

 

（２）情報セキュリティ管理と情報公開の徹底 

個人情報や企業からの相談内容、研究等の依頼内容など職務上知り得た事項の管理を徹底すると

ともに、特に電子媒体等を通じた情報の漏洩がないよう確実な防止対策に取り組むこと。 

また、情報公開関連法令等に基づき、事業内容や組織運営状況等について、適切に情報公開する

こと。 

 

 

 

 

 

 

（３）労働安全衛生管理の徹底 

職員が安全で快適な試験研究環境において業務に従事できるよう、十分に配慮すること。 

また、安全管理体制の徹底を図るとともに、規程の整備や職員への安全教育を実施するなど、労

 （３） 資金計画 

平成２３年度～平成２６年度 資金計画 

（単位：百万円） 

区    分 金  額 

 資金支出 

   業務活動による支出 

  投資活動による支出 

  次期中期目標期間への繰越金 

 資金収入 

  業務活動による収入 

   運営費交付金による収入 

   補助金による収入 

   外部資金試験研究における収入 

   事業収入 

      その他の収入 

  前期中期目標期間からの繰越金 

 

      ３，４０３ 

      ３，２８３ 

         １２０ 

        ０ 

   ３，４０３ 

    ３，３２３ 

   ３，０４３ 

       ８０ 

            ８０ 

          １２０ 

              ０ 

            ８０ 

 

 

  ※ 金額については見込みであり、今後変更する可能性があります。 

 

２ 短期借入金の限度額 

 

（１） 短期借入金の限度額 

     ３２５百万円 

 

（２） 想定される理由 

運営費交付金の受入れ遅延及び事故等の発生により、急に必要となる対策費として借り入れ

することを想定する。 

 

３ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときはその計画 

なし 

 

４ 剰余金の使途 

決算において剰余金が発生した場合は、企業支援業務の充実強化及び組織運営、施設・機器の

整備、改善に充当する。 

 

 

Ⅴ その他業務運営に関する重要事項 

 

１ コンプライアンス体制の確立と徹底 

(１) 法令遵守及び社会貢献 

公的試験研究機関としての使命を果たすため、職務執行に関する中立性と公平性を確保し、県

民から疑惑や不信を招くことのないよう努めるとともに、県民とともに歩む組織として、地域イ

ベントや奉仕活動への参加など社会貢献に努める。 

また、法令遵守に関して、その確実な実施に向けた組織体制の整備を行う。職員は、職務の中

立性と公平性を常に確保するため、地方公務員法を始めとする関連法令を遵守する。職員の行動

規範と社会的規範を確立し、その遵守を図るため、内部規律の策定、研究倫理調査委員会による

チェック等を行う。 

 

(２) 情報セキュリティ管理と情報公開の徹底 

個人情報や企業からの相談内容、研究等の依頼内容など職務上知り得た秘密事項について管理

を徹底するとともに、電子媒体等を通じた漏洩がないよう確実な防止対策を図る。また、情報公

開関連法令に基づき、事業内容や組織運営状況等について、適切に情報公開し、運営の透明化を

図る。 

企業等からの技術相談や企業への技術支援を通じて知り得た情報の守秘義務を職員に徹底する

とともに、鳥取県情報システム管理要綱に準じて、情報システム、電子媒体等を通じた情報漏洩

の防止を図る。 

また、センターの事業内容や組織運営状況については、鳥取県情報公開条例等の関連法令に基

づき、ホームページなどを通じて適切に情報を公開する。 

 

(３) 労働安全衛生管理の徹底 

職場環境の整備に当たっては、職員が安全で快適な職場環境において業務に従事できるよう十

分に配慮するとともに、関連規程を遵守し、研修等を通じて職員の意識向上を図る。 

（３）資金計画 

平成２６年度 資金計画 

                             （単位：千円） 

区    分 金  額 

資金支出 １，４０６，０２８ 

 業務活動による支出 ９０８，３９１ 

 投資活動による支出 ４９７，６３７ 

 次期中期目標期間への繰越金 ０ 

資金収入 １，４０６，０２８ 

 業務活動による収入 １，２２９，６５０ 

  運営費交付金による収入 

  補助金による収入 

  外部資金試験研究における収入 

  事業収入 

  その他の収入 

７７７，４３０ 

    ３９１，６９９ 

     ２９，１１５ 

     ２７，７０６ 

         ３，７００ 

前年度からの繰越金 １７６，３７８ 

前期中期目標期間からの繰越金 ０ 

 

 

 

２ 短期借入金の限度額 

 

（１）短期借入金の限度額 

 ３２５百万円 

 

（２）想定される理由 

運営費交付金の受入遅延及び事故等の発生により、急に必要となる対策費として借り入れする

ことを想定する。 

 

３ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときはその計画 

なし 

 

４ 剰余金の使途 

決算において剰余金が発生した場合は、企業支援業務の充実強化及び組織運営、施設・機器の

整備、改善に充当する。 

 

 

Ⅴ その他業務運営に関する重要事項 

 

１ コンプライアンス体制の確立と徹底 

（１）法令遵守及び社会貢献 

公的試験研究機関としての使命を果たすため、職務執行に関する中立性と公平性を確保し、県

民から疑惑や不信を招くことのないよう努めるとともに、県民とともに歩む組織として、地域イ

ベントや奉仕活動への参加など社会貢献に努める。 

また、法令遵守に関して、その確実な実施に向けた組織体制の整備を行う。職員は、職務の中

立性と公平性を常に確保するため、地方公務員法を始めとする関連法令を遵守する。職員の行動

規範と社会的規範を確立し、その遵守を図るため、内部規律の策定、研究倫理調査委員会による

チェック等を行う。 

 

（２）情報セキュリティ管理と情報公開の徹底 

個人情報や企業からの相談内容、研究等の依頼内容など職務上知り得た秘密事項について管理

を徹底するとともに、電子媒体等を通じた漏洩がないよう確実な防止対策や情報機器、ソフトウ

ェアの適切な保守管理を図る。また、情報公開関連法令に基づき、事業内容や組織運営状況等に

ついて、適切に情報公開し、運営の透明化を図る。 

企業等からの技術相談や企業への技術支援を通じて知り得た情報の守秘義務を職員に徹底する

とともに、鳥取県情報システム管理要綱に準じて、情報システム、電子媒体等を通じた情報漏洩

の防止を図る。 

センターの事業内容や組織運営状況については、鳥取県情報公開条例等の関連法令に基づき、

ホームページ等を通じて適切に情報を公開する。 

 

（３）労働安全衛生管理の徹底 

職場環境の整備に当たっては、職員が安全で快適な職場環境において業務に従事できるよう十

分に配慮するとともに、関連規程を遵守し、作業環境測定、産業医職場巡視、避難訓練等の実施、
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 第２期中期目標（H22.11.24県議会議決、12.28県知事通知） 第２期中期計画（H23.3.1県へ申請、3.29認可） 平成２６年度計画(H26.3.31届出) 

働安全衛生関係法令等を遵守すること。 

 

 

 

 

２ 環境負荷の低減と環境保全の促進 

業務運営に際しては、環境に配慮した運営に努めるとともに、研究活動の実施、施設・設備、物

品等の購入や更新等に際しては省エネルギーやリサイクルの促進に努め、ＩＳＯ１４００１規格を

遵守するなど、環境負荷を低減するための環境マネジメントサイクルを確立し、継続的な見直しを

実施すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各専門分野の職員からの意見等に基づいた適切な管理運営体制が構築できるよう、センター安

全衛生委員会を定期的に開催する。安全衛生に関する適切な措置を行うことができるよう、衛生

推進者や作業主任者の配置や産業医の選任などを行う。 

 

 

２ 環境負荷の低減と環境保全の促進 

グリーンマークやエコマーク商品の購入及び再生紙の利用など、省エネルギーやリサイクルの

促進に努めるとともに、環境目標の達成に向けた継続的な見直しを実施し、取得済みのＩＳＯ１

４００１規格を遵守した業務運営を行う。 

 

Ⅵ その他設立団体の規則で定める業務運営に関する事項 

 

１ 施設及び設備に関する計画 

センター機能の維持、向上のため、施設及び設備の計画的な整備を行う。なお、企業ニーズの

変化や技術の進展等に伴って、施設及び整備の計画を適宜見直すこととする。各施設において、

業務運営を適切かつ効率的に行うため、施設、設備の必要性や老朽化の程度等を考慮して、それ

らの整備・改修・更新を計画的に進める。 

当該計画に沿って、目的積立金及び鳥取県からの運営費補助金を活用するなど、計画的に整備・

改修する。老朽化等により不要となった機器・設備については適宜処分し、施設の有効利用や利

用者の安全性の確保などを図る。 

また、老朽化が相当進んでいる食品開発研究所（境港施設）をはじめ、機械素材研究所（米子

施設）、電子・有機素材研究所（鳥取施設）を含めて、今後を見据えた整備計画の検討に着手し、

中期計画期間中に整備のあり方を取りまとめる。 

 

２ 出資、譲渡その他の方法により、県から取得した財産を譲渡し、又は担保に供しようとすると

きは、その計画 

現時点における具体的な譲渡等の計画はなし。 

なお、出資財産である鳥取、米子、境港の各施設について、施設の老朽化等に伴う技術支援、

研究開発、新規事業支援等の機能への影響について検討する。 

 

３ 人事に関する計画 

全国公募による研究員の採用や企業での経験を有する技術スタッフの任用、職場 OB の活用な

どにより、専門性が高く、企業ニーズの多様な技術課題に柔軟に対応できる人材を確保する。

人員・人件費の適切な管理、効率的かつ効果的な人員配置を行う。 

人件費の執行においては、運営費交付金の職員人件費相当額の効率的な運用を行うとともに、

必要に応じて目的積立金を有効に活用する。 

また、常勤職員については、人員の効率的な配置を行い、地方独立行政法人への移行時の職員

数を超過しないようにする。 

 

 

移行時の職員数 ４９人(研修派遣を除く職員) 

研修等を通じて職員の意識向上を図る。 

各専門分野の職員からの意見等に基づいた適切な管理運営体制が構築できるよう、センター安

全衛生委員会を定期的に開催する。安全衛生に関する適切な措置を行うことができるよう、衛生

推進者や作業主任者の配置や産業医の選任などを行う。 

 

２ 環境負荷の低減と環境保全の促進 

環境方針の基本理念、基本方針に沿って、グリーンマークやエコマーク商品の購入及び再生紙

の利用など、省エネルギーやリサイクルの促進に努めるとともに、環境目標の達成に向けた継続

的な見直しを実施し、取得済みのＩＳＯ１４００１規格を遵守した業務運営を行う。 

 

Ⅵ その他設立団体の規則で定める業務運営に関する事項 

 

１ 施設及び設備に関する計画 

センター機能の維持、向上のため、施設及び設備の計画的な整備を行う。なお、企業ニーズの

変化や技術の進展等に伴って、施設及び設備の整備計画を適宜見直すこととする。各施設におい

て、業務運営を適切かつ効率的に行うため、施設、設備の必要性や老朽化の程度等を考慮して、

それらの整備・改修・更新を計画的に進める。 

当該計画に沿って、目的積立金及び鳥取県からの運営費補助金を活用するなど、計画的に整備・

改修する。老朽化等により不要となった機器・設備については適宜処分し、施設の有効利用や利

用者の安全性の確保などを図る。 

また、老朽化が相当進んでいる食品開発研究所（境港施設）をはじめ、機械素材研究所（米子

施設）、電子・有機素材研究所（鳥取施設）を含めて、今後を見据えた整備計画の検討を進める。 

 

 

２ 出資、譲渡その他の方法により、県から取得した財産を譲渡し、又は担保に供しようとすると

きは、その計画 

現時点における具体的な譲渡等の計画はなし。 

なお、鳥取、米子、境港の各施設について、施設の老朽化等に伴う技術支援、研究開発、新規

事業支援等の機能への影響について検討する。 

 

３ 人事に関する計画 

全国公募による研究員の採用や企業での経験を有する技術スタッフの任用、職場ＯＢの活用な

どにより、専門性が高く、企業ニーズの多様な技術課題に柔軟に対応できる人材を確保する。人

員・人件費の適切な管理、効率的かつ効果的な人員配置を行う。 

継続して、食の安全・安心ワンストップ相談窓口を食品開発研究所に設置する。（再掲） 

人件費の執行においては、運営費交付金の職員人件費相当額の効率的な運用を行うとともに、

必要に応じて目的積立金を有効に活用する。 

また、常勤職員については、人員の効率的な配置を行い、地方独立行政法人への移行時の職員

数を超過しないようにする。 

 

移行時の職員数 ４９人(研修派遣を除く職員) 

 



平成23
年度

平成24
年度

平成25
年度

平成26
年度

・訪問調査の数値目標の達成状況（１）
・企業ニーズ等の把握状況（２）
・技術相談等の対応状況（３）

1 4 4.2 4.8 4.33

・試験機器の整備、管理等の状況（４）
・試験、機器使用に基づく企業支援の状況（５）
・利便性向上への取り組み状況（６）

2 4 4.2 4.8 4.33

① 研究テーマの設定と実施 ・研究テーマの設定と実施状況（７） 3 3.5 3.6 3.8 3.63

② 研究評価 ・研究評価の状況（８） 4 3.75 4.2 4.4 4.12

③ 知的財産権の戦略的な取得と活
用及び関係機関との連携

・関係機関との連携状況（９）
・特許出願の数値目標の達成状況（１０）
・研究成果等の企業への移転の数値目標の達
成状況（１１）

5 4.25 4 4 4.08

①研究開発の場の提供や成果普及・
技術情報の提供

・事業者等への支援内容の状況（１２）
・入居企業への支援の状況（１３）
・技術講習会開催等の数値目標の達成状況（１
４）

6 4.25 4.6 4.4 4.42

②関係機関との連携と支援機能の強
化

・市場動向や販路等の情報提供を含めたトータ
ルな支援状況（１５） 7 3.75 3.6 3.8 3.72

・広報活動の状況（１６）
・プレスリリースの数値目標の達成状況（１７） 8 4.25 4.4 4.2 4.28

①組込システム開発人材育成事業
・人材育成等の戦略的実施状況（１８）
・人材育成の数値目標の達成状況（１９）
・受講者の満足度等の状況（２０）

9 4 4.4 4.6 4.33

②次世代ものづくり人材育成事業
・人材育成等の戦略的実施状況（２１）
・人材育成の数値目標の達成状況（２２）
・受講者の満足度等の状況（２３）

10 4 4.4 4.8 4.40

③デザイン強化人材養成事業
・人材育成等の戦略的実施状況（２４）
・人材育成の数値目標の達成状況（２５）
・受講者の満足度等の状況（２６）

11 4 4.6 4.8 4.47

・現場即応型の研究開発ができる人材育成の
状況（２７） 12 4 4.8 4.8 4.53

・大学等からの研修生の受け入れなど、次世代
を担う技術者の育成の状況（２８） 13 3.5 4 4.4 3.97

・産学金官の連携による企業支援の状況（２９） 14 4 4.6 4.2 4.27

・業務運営や組織体制の見直し状況（３０） 15 4 4.4 4.8 4.40

・研修参加、派遣等による職員の能力開発の
状況（３１） 16 3.75 4.4 4.6 4.25

・職員の業績評価の実施状況及び制度の改善
状況（３２） 17 4 4 4 4.00

・競争的外部資金獲得の数値目標の達成状況
（３３）
・自己収入の確保状況（３４）

18 4 4.2 4.6 4.27

・業務運営の効率化及び経費抑制の状況（３
５） 19 4 4.4 4.8 4.40

・予算等の効率的、効果的な執行状況（３６）

・財務内容の改善状況（３７）

・剰余金の取扱状況（３８）

・法令遵守の状況（３９）
・組織体制整備の状況（４０）
・社会貢献活動等の状況（４１）

・情報管理の状況（４２）
・情報漏洩防止対策の状況（４３）

・労働安全衛生の状況（４４）
・安全教育の実施状況（４５）

・省エネルギー、リサイクルへの対応状況（４６）
・環境マネジメントシステムの運用状況（４７）

・計画の策定状況及び実施状況（４８）

・人材確保の状況及び配置の状況（４９） 20 3.75 4 4.2 3.98

Ⅴ　その他業務運営
に関する重要事項

１　コンプライア
ンス体制の確立

と徹底

（２） 試験・分析（依頼試験・分析、機器設備開放）

（５）積極的な広報活動

３　自己収入の
確保と業務運営
の効率化・経費
抑制

（２）現場即応型の開発人材の育成

（３）次世代を担う技術者の育成

Ⅱ　県民に対して提
供するサービスその
他の業務の質の向
上に関する事項

３　産学金官連携の推進

Ⅵ　その他設立団体
の規則で定める業
務運営に関する事
項

１　技術支援等
の機能の強化

（３）研究開発

（４）新規事業の創
出や新分野立ち上
げを目指す事業者
等の支援

（１）高度な技術を
持つ産業人材の育
成

２　ものづくり人
材の育成

（１） 技術支援（技術相談・現地支援）

３　人事に関する計画

Ⅲ　業務運営の改善
及び効率化に関する
事項

１　予算（人件費
の見積もりを含
む。）、収支計画
及び資金計画

Ⅳ　財務内容の改善
に関する事項

３　重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときはその計画

４　剰余金の使途

(１) 法令遵守及び社会貢献

（２）収支計画

１　迅速かつ柔軟な業務運営

２　出資、譲渡その他の方法により、県から取得した財産を譲渡し、又は担
保に供しようとするときは、その計画

（１）計画的な職員の能力開発

（２）独自システムによる業務評価の実施

（１）外部資金その他自己収入の確保

（２）業務運営の効率化・経費抑制

（１）予算（人件費の見積もりを含む）

（３）資金計画

２　短期借入金の限度額

評価の視点

各委員の評点の平均

２　環境負荷の低減と環境保全の促進

(３) 労働安全衛生管理の徹底

(２) 情報セキュリティ管理と情報公開の徹底

１　施設及び設備に関する計画

項目別評
価単位

資料３

２　職員の能力
開発

平均値

第２期中期目標期間における各年度の項目別評価 一覧

大項目 中項目 小項目 細　目

（注） 
 ⅣからⅥの２までの評価については、評価
数値は記入せず、業務実績報告書の特記事
項欄も含め総合的に判断し、全体評価へ反
映させる。 
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平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度
○総合評価

５段階評価 ４ ４ ４
（１０段階評価） （８） （８） （８）

コメント 　地方独立行政法人化のメリットを生かした運営が
一層進行しており、研究成果の企業への技術移転で
多くの商品化に顕著に貢献しているなど、企業から
の高い技術レベルの要望に対し確実に対応しており
成果が上がっている。
　また、職員の意識改革と目標達成のためのマネー
ジメントについて、前中期目標期間に比較して改
善・進捗している。
　このような状況をふまえ、全体評価は、５段階で
４とする。また、１０段階評価では、５段階評価に
２を乗じた８とする。

　※10段階換算の「特筆すべき事項」については、
特になし。

・平成２４年度計画で目標に掲げた数値につい
て、すべての項目において達成しており、県民や
企業等に対して、開かれたセンターとして、情報
公開、機能向上の点で十分に満足のいく成果が得
られている。県内企業から頼りにされ、利用され
る存在として評価できる。
・今後は、数値目標の達成にとどまらず、業務内
容の質的な向上を目指すことが重要となる。
　センター内の横のつながりを密にした総合的な
判断や、関係機関との連携による県内企業へのア
ドバイス支援を進めるなど、企業の自立と自助努
力を促し、企業が奮い立ち、自らの競争力を高め
るためのサポートをすることが、産業技術セン
ターの次へのステップアップとなる。
・よって、全体評価は５段階で４とする。また、
１０段階では、５段階評価に２を乗じた８とす
る。
※10段階換算の「特筆すべき事項」については特
になし。

　第２期中期目標期間の３年目となる平成25年度
は、年度計画に掲げた各項目において、概ね計画
を上回る形で業務が進捗している。
　技術支援、研究開発、情報公開、人材育成など
において、法人化のメリットを生かし、県民に開
かれたセンターとして、着実に実績を重ねてお
り、その取組と成果は評価できることから、全体
評価は、５段階評価で「４」とする。
　また、10段階評価においては、５段階評価に２
を乗じた「８」とする。
　しかしながら、鳥取県製造業の現況は極めて厳
しく、現状の打開と再生に向けた新たな分野への
転換が急務であり、産学金官が一体となった支援
の強化、特に、その中核を担う産業技術センター
のより一層の取組を期待したい。

※10段階換算の「特筆すべき事項」については、
特になし。

　○総評
　技術支援業務においては、９２２社の企業を訪問
調査して企業ニーズの把握に努めるとともに、１万
件以上の様々な技術相談に対して、分析・検査等を
通じて的確な技術支援を行っている。また、東日本
大震災への対応策の一環として、工業製品の放射性
表面汚染の測定体制を整えたことや機器利用料の減
免に努めたことなども評価できる。
　引き続き、このような各種企業支援の取り組みの
中で、研究テーマや商品化に結びつく有効なヒント
を見逃さないことが必要である。
　さらに、異業種企業間の共同開発等のコーディ
ネートや社会情勢・ニーズに対応した新たな切り
口・視点による事業展開への支援について、これま
で蓄積した企業情報やネットワークを活用しなが
ら、（公財）鳥取県産業振興機構と一層の連携によ
る取り組みに期待する。
　あわせて、企業が健康・食品分野で新商品開発を
行う際、試作品の成分分析・評価など企業では実施
できない部分を支援するなど、商品開発に係る技術
支援から評価までトータルにサポートできる体制の
充実を期待する。
　研究テーマの設定と評価については、内部の
「シーズ研究等評価委員会」と外部専門家による
「実用化研究評価委員会」で行われており、有効に
機能している。また、研究成果の企業への技術移転
が進行し、「マグロからすみ」、「炭化バナジウム
被覆コーティングドリル」、「伯州綿の木の茎から
作成したランチョンマット＆お箸セット」など多く
の商品化に結びついている。

・相談業務、現地指導、依頼試験、機器利用等、
現場重視のサービス機能が向上し、職員の意識改
革が相当進んでいる。企業からの感謝状の贈呈な
ど、実質的な事業への貢献事例が増え、取り組み
の「見える化」が進行しつつある。今後はその成
果の表現方法を工夫し、可能なものは数字や金額
で表現するなど、わかり易く多様な方法の工夫が
求められる。
・数値目標をはるかに上回る企業訪問件数・技術
相談対応実績は評価できるが、自立化・高収益化
を目指した企業への支援も重要である。今後は
サービスの効率化を図り、中身の濃い指導ができ
るかにかかっている。その意味では、件数の増加
等にこだわるのではなく、相談内容を吟味してよ
り適切に対応する必要がある。
・研究区分の見直しにより、基礎から開発、事業
化までの体系化が進み、各研究所で多岐にわたる
研究開発が実施されている。また、「売れるも
の」を開発するという視点では、実用化や製品化
が期待できるテーマの中から、重点課題に集中投
資することも重要である。県内企業と産業技術セ
ンターは車の両輪としてレベルアップすることが
理想である。

　今年度は、9,000件近い技術相談対応や700社を
超える企業訪問をはじめ、依頼試験、機器設備開
放、研究開発などにおいても、現場重視の姿勢が
定着しつつあるとともに、ものづくり人材育成の
ための多様な取組、積極的な広報活動等が展開さ
れ、業務の「見える化」が進んでいる。
　中でも、技術支援業務においては、企業が抱え
る様々なニーズや技術課題に対して、丁寧かつき
め細かい対応がなされ、製品化や利益貢献等につ
ながる技術移転が行われたほか、ものづくり日本
大賞の中国経済産業局長賞などセンターの業績等
に対する表彰や県内企業からの感謝状の受贈な
ど、具体的な成果も表れている。
　ものづくり人材の育成においては、今年度196
名の技術者を育成し、すべての講座で９割以上の
受講者から「大変満足、満足」と高い評価を得て
いる。
　また、教育機関等との相互交流（インターン
シップ受入れ、教育機関等への講師派遣）を実施
しており、この取組を通じて、将来的に優秀な人
材が地元企業へ還元されることが期待される。
　このように、県内企業から無くてはならない存
在として期待され、センター職員の意識改革も着
実に進んできている。今後も引き続き「自ら考え
る研究員」として、さらに資質向上に努め、県民
に必要とされ、頼られるセンターとして発展する
ことを期待する。

　今後も引き続き、このような目に見える成果を発
信し続けること及び理事長のリーダーシップの下、
予算・人材の思い切った集中投入等、研究成果の企
業への技術移転を一層積極的に進めること。
　起業化や新規事業の立ち上げを目指す事業者等へ
の支援としては、技術講習会、セミナー、研究発表
会等を通じて積極的に支援している。
　企業の人材育成支援では、各種人材育成事業が実
施され、年度目標を上回る人数の育成を行ってお
り、その評価のためには、今後これら人材が企業内
でどれだけ活躍するか、企業の技術レベルアップに
つながるか、時間をかけて見守る必要がある。
　各種パンフレット等広報資料や小学生のための科
学教室の開催等を通じて、県内中小企業のホームド
クターとして“親しみやすいセンター”を目指して
いる点は評価できる。引き続き、研究成果等をイン
ターネット、新聞等マスコミを通じて情報発信し、
さらにセンターの知名度を高めること。
　引き続き円高等経済環境は厳しい状況であり、企
業は常に倒産の危険性を抱えながら仕事に取り組ん
でいることを忘れず、企業訪問・技術相談等企業支
援に努めること。

第２期中期目標期間における各年度の全体評価一覧

「県民に対して提供する
サービスその他の質の向
上に関する事項」に対す
る評価

資料４ 



「業務運営の改善及び効
率化に関する目標を達成
するためとるべき措置」
に対する評価

　職員の能力開発のための学会や大学への派遣の実
施は一定の評価ができる。ただし、前述の商品開発
に関するトータルなサポート体制を充実するため、
大企業等を含む各分野の企業との人脈づくりや情報
交換等連携を深め、一層幅広い人的ネットワークの
構築を目指すとともに、企業人としてのマインドを
さらに醸成することも期待する。
　また、深い専門知識とコミュニケーション能力・
実行力を併せ持った中小企業支援に適する人材の育
成・確保に努めるとともに、年々拡大している技術
支援や起業化支援等の業務に押し流されないよう、
研究員の研究や自己啓発の時間の確保とのバランス
を引き続き考慮すること。
　一方、職員表彰制度や受賞研究員の研究費の上乗
せ等インセンティブを与える制度を導入しており、
引き続き意欲向上につながる制度の充実に期待す
る。
　自己財源の確保への取り組みについては、競争的
外部資金の獲得に努めている点は評価できる。今
後、研究開発の結果、得られる特許の実施許諾料収
入の増を目指すことも必要と考える。

・県民に対するサービス向上と合わせて、セン
ターの研究業務の高度化が必要であるが、限られ
たスタッフで幅広い分野の技術支援と研究開発を
遂行するには、業務の重点化と適切なバランスの
検討が必要である。若手研究員の増員も行われて
おり、業務運営の改善及び効率化がより一層進む
よう期待したい。
・業務日報のデータベース化は評価できる。今後
も、相談内容のデータベース化を推進し、さら
に、簡易な相談についてはメール等、ネットを活
用した方法を取り入れるなど、企業が自ら問題解
決できるような支援を実施し、業務の効率化を図
るべきである。
・迅速かつ柔軟な業務運営に関しては、理事長の
リーダーシップが感じられる。職員表彰制度を研
究費等に反映させる手法は、職員のモチベーショ
ンアップにも有効である。
・自己収入の確保と業務運営の効率化・経費抑制
に関しては、中小企業では購入できないような機
材導入による企業支援は評価できるが、一方で、
費用対効果を考慮し、機器使用料の見直しや機器
利用の拡大など、自己収入を増やす工夫が必要で
ある。
・境港の食品開発研究所に、商品開発のための施
設（商品開発支援棟）の新築が計画されており、
研究から事業化までの取り組みがより一層体系化
され充実することを大いに期待したい。

　業務の効率的、効果的な運営を進めるため、迅
速かつ柔軟な組織・運営体制の見直しが行われて
いる。
　特に、食品開発研究所においては、企業支援体
制の充実強化を目指して、２科から３科に増強さ
れるとともに、起業化支援室の増築、商品開発支
援棟の整備に向けた取組が進められ、ハード、ソ
フト両面で新事業開発や新分野立ち上げのための
支援体制が強化されつつあり、今後の成果を大い
に期待したい。
　職員の能力開発にあたっては、大学への研究員
派遣、博士の学位取得の奨励などの取組が積極的
に進められている。
　今後は、職員表彰制度の表彰基準を具体的かつ
明確化し、職員のモチベーションアップや自己研
鑽につなげていただくことを期待する。
　また、職員が積極的に県内企業の製造現場を訪
れ、企業の実情とマインドを肌で感じ、現場感覚
を磨く機会を増やすことも重要である。

「財務内容の改善」、
「その他業務運営に関す
る重要事項」及び「県規
則で定める業務運営」に
対する評価

「コンプライアンス体制の確立と徹底」等すべての
項目で計画どおりに進捗している。

・経費削減に対するさまざまな工夫が施されてい
る点は評価できる。

・技術相談業務は知的財産を活かすことであり、
独立行政法人として、将来少しずつ自立するため
のさまざまな収入増の取り組みがあってもよい。

・情報セキュリティ対策については、再徹底を実
行していただきたい。

・人材確保の状況及び配置の状況については、事
業者の要望に十分に応えるために積極的に採用し
ようとする姿勢が感じられ評価できる。

・環境負荷の低減と経費抑制においては、前年度
に引き続いて、施設照明のLED化などによる消費
電力の削減効果が表れており、評価できる。

・今年度は、共同研究、受託研究等や依頼試験、
機器利用が増加したほか、特許権に係る収入も増
えるなど、前年度に比べて、外部資金の導入や自
己収入が増えている点は評価できる。今後も、さ
らにセンターが保有する知的財産の利活用に努め
るとともに、自己収入を増やす方法を検討してい
ただきたい。

当該年度の課題等 　平成23年度に掲げた数値目標についてすべての項
目において達成されているので、順調に取り組みが
図られたと評価できる。
　今後、これまでのセンターが培ってきた業績と
ネットワークを最大限活用し、数値だけではなくそ
の内容や波及効果を見据えた取り組みを行うととも
に、地域資源を活用した新商品開発や省エネ商品等
社会的ニーズに対応した技術・商品開発への一層の
支援を期待する。
　また、第2期中期計画の初年度として理事長のリー
ダーシップの下、地方独立行政法人化のメリットを
生かした運営が行われ、県内中小企業のホームドク
ターとしての意識改革が全職員に浸透しつつあるよ
うに見受けられる。比較的少ない職員数の体制にも
かかわらず、広範囲の専門分野をカバーして県内企
業の技術支援を行うとともに、職員の能力開発、産
学金官連携の推進等にも積極的に取り組んでおり、
引き続き、この方向性の継続発展を期待する。
　さらに、理事長のトップダウンにより、変革が進
みつつある事は感じ取れる。今後、より強力に変革
を推進するためには、現場に直接影響を及ぼす各研
究所長のリーダーシップが重要であると考え、今後
とも、理事長の方針を受けた各研究所長のリーダー
シップにより、課題の掘り起こしとその対策・取り
組み等を推進すること。
　最後に、円高や欧州の経済不安などグローバルな
経済環境の変化は、ものづくりを得意としてきた日
本の中小企業に大きなダメージを与えている現実を
踏まえ、鳥取県の中小企業を守り育成するために
は、企業側の意識改革を誘導する強力な技術支援力
があり、かつ、先進的・画期的な提案のできる産業
技術センターへと成長する事を期待する。

（１）鳥取県内の産業構造は、大手企業の事業再
編等ますます厳しい状況にある。そのような中
で、技術開発の面で、県内中小企業の屋台骨を支
える産業技術センターの役割は、ますます大きい
ものになっている。特徴ある資源の開発と高付加
価値化、さらに高度な人材育成により一層の強化
が必要である。
（２）数値目標の設定については、組織全体の目
標だけでなく、部署別、個人別の目標管理を設定
し、職員一人ひとりの意識向上を図ることも重要
である。
（３）特許出願数と権利化率の両方の目標アップ
をめざし、その考え方にそって研究テーマを設定
するべきである。
研究を行う意義は、機能・官能・安さ・利便性等
といった、これまでにない「新しい価値」を生み
出せるかどうかであり、複数の研究者で多面的に
取り組むなど、集中と選択により、研究テーマを
戦略的に設定されるよう期待する。
（４）職員の能力開発について、さまざまな取り
組みが創意工夫されている。企業の立場も理解で
きるバランス感覚と知識を兼ね備えた人材や「自
ら考える研究員」の育成を目指して、継続的な取
り組みを期待したい。
（５）限られた研究員で、膨大な設備・備品の維
持管理がなされている。企業に対して質の高い技
術支援を提供するためには、適切な人員配置と担
当職員の技術力向上が必要であり、より効果的な
管理となるよう継続的な努力が求められる。

・鳥取県製造業は、大手企業の事業再編や産業ピ
ラミッドの崩壊により、ますます厳しい状況に置
かれている。県下の製造業の立て直しに向けて
は、センター単独ではなく、産業振興機構や大
学、企業等と連携して、特徴ある新しい産業を掘
り起こしていくことが求められる。とりわけ、セ
ンターと産業振興機構の連携については、強力に
進めていただきたい。
・人材育成事業については、本来、研修の満足度
や受講人数のみならず、企業にヒアリングするな
どして、その後に研修内容がどう活用され、人材
が企業内でどう活躍したかを把握することが重要
である。
・センターが日々蓄積している技術的課題の解決
方法については、可能な限り、県内企業に
オープンな形で情報提供されることが望ましい。
・センターが県内企業に対して行う技術支援につ
いては、どのような成果が得られたかが重要であ
り、今後はさらに費用対効果についても意識して
活動されるよう努めていただきたい。
・センターの業務内容を周知するだけでなく、事
業化、商品開発等など技術支援によって得られた
成果を広く普及することなどを通じて、センター
の認知度を上げ、今まで以上にセンターの存在価
値が高まることを期待したい。

　



  〔26 年 7 月 17 日 評価委員会提出〕 

第２期中期目標の期間終了時の検討に関する 

評価委員からの意見（Ｈ２６年４月） 
 

 

中期目標・中期計画の全体的な進捗状況と総括 

 

順調に進展し、法人化の意義が発揮されつつある。 

 

【【厳厳ししいい経経済済産産業業状状況況のの中中ででののセセンンタターーのの役役割割】】 

 ①地域経済を支えるものづくり産業再生が課題。 

 ②県内産業界の「売れるものづくり」のサポート。 

  企業の研究室！研究員！企業のコーディネーターたれ！ 

 ③最先端を狙った開発は中小企業では取り組めない。 

  企業の中に入り一体となって開発することが求められる。 

【【研研究究開開発発】】 

 ①Only１でＮo．１の研究開発をもつ 

 ②研究テーマ等の見える化と早期の外部意見聴取 

【【連連携携】】 

 ①３研究所の連携とともに大学等との連携を充実 

【【質質のの向向上上】】 

 ①数値目標はあくまでも目安ととらえるべき。 

 ②職員の資質向上には、目標値をより高く設定する 

  ことが重要。失敗を恐れずに目標に向かって邁進 

  する職場環境づくりを期待。 

 ③職員の能力開発（学位の取得も含めて） 

【【運運営営】】 

 ①機器導入後の使用実績など、導入の成果が見えづらい。 

 ②自己収入の増・・・特許件数の増等 

 

 

第 3期中期目標策定に向けた意見 

 

◎大筋、現在の構成で良い。 

◎今後の成長分野への一企業単体での新規参入は困難。 

  新分野、新事業展開に向けて、センターの積極的な情報発信・情報提供が望まれる。 

◎産業振興機構など、関係機関と一体となり企業への技術支援を行うべき。 

◎中小企業、地場産業に的を絞った観点が必要。 

◎数値目標達成など定量評価だけでなく、その結果がどう反映されているかが重要。 

 

 

 

資料５ 


